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郁心iIi/ｌｉの死ﾉﾘ

都心再生の死角

木賃密集地域の解消は可能か（桐祉と環境の観点から）

本間義人

はじめに

来京を|玉|際都iliとして純化させるとともに、）ﾊﾟｲ1；を進め、また|ﾘﾉ災祁Tl丁としての機能を高めると

して、部心Ｉ１ｉＭえが１１１１ばれている。具('|K''１９にはそれは、１９９８ｲ'１３）|にスタートしている『211U:紀

の|工'二'１のグランドデザイン（/i:企総)』の'１１で「人都iljのリノベーション（人祁市空'''1の修復、更

新、イイ効lili1ll)」と提案され、さらに２()()()ｲ|ﾐ１１)1に|ﾉⅢ|総I''1人1{iの諸''１１機|兇lである「lllTlTilj/Ｍｔ

進懇談会」が都TljiMiの!＝L体策として、Ⅲ心地域の二[:llllのｉｆ}i度乢複合利１１１の１１t進（，|〔京・|兇ｌｌｌｉ圏と

も)、来京においては臨海('１，丸の|ﾉﾘ・八'､洲など'''心業栃地区でのili終I111i（それは、これら地域

をニューヨークのマンハッタン、パリのシャンゼリゼに匹敵しうる「|ﾘｌＩＭ{で｝Ｍ!な祁TIjイメージや

景観をｲｱするMITlTにしよう」というものである）を提案して以降、その'幾迎が高まっている。その

背景に、イル造不況に苫しむ金融・建設・イく1li1nliE等の業界が、Iill心での新たなilill1発を大きなビジネ

スチャンスとしてとらえ、そのｌＩＩｉ進をはかろうとしていることがあるのはいうまでもない。そうし

た機運に乗って、すでにいくつかのプロジェクトが尖行に侈さオ[ており、またL,ＩｲJ：提案'１１のプロジ

ェクトもある。それらのうち規模の人きなものをア|､ランダムにあげれば、」ｌｌに進行Il1なのは例え

ば、

・都ilTJi聡公｢Jlとi１１１%１発紺合による''１火'五lli1iili][［「[ＩＴＩＴ街｣１１１１[i1%1発「lIi1i海アイランド・トリトン

スクエア｣。これは８．５ｈ〔lにおよぶ''1公'１１１住宅Ⅱ|地Wiil{11などをililⅡ|発して超高価３棟のオフィス

タワーと超高liIiを含む仇宅棟６棟をつくる人川J模TIilHl苑である。２()０１ｲⅢ)]にすでに竣二lLてい

る。

・汐W(地区|)Ⅱ苑プロジェクト。これはかつての|正|鉄汐Ｍ贋物駅ＷｉＪｕを１１の街区に分けて、２()()５

イドまでにlMj楽人｢１３万余、居住人'二１５()()()人の「241IflH1メディアhlllIi」をつくるという人M1模プロ

l）「hll心」という区域について束）;(#'1は、例えば『DlIJI(H1Ⅱ;宅マスタープラン１９９６～20()5』（771))等において、

「hIl心l1iIujlll域」の名で、蝿状７ﾄﾅ線|ﾉ､|とlillil7iWi速jiill16ij/ＷＩ４線|ﾉ､ｌの,'Ⅱ１，１||、’二|)｣､(、渋行、ＩｌＷ、豐烏|Ｘと足立、
勤飾、ｉl｢ｉ１ｌｌ各'五の－冊|け)、および港、新１１１，文〕;(、荒)||、ｆＭＩ、鵬llI、ｉ]:束、’'１ﾘと、Ｔ代'111天を脂していっ
ている。（図Ｉ）参１１(1゜このうち「代'１１，’'１ﾘと、港のＭが祁心'''心|人にあたる。
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現代WiWll:(U}先第２号（2()()2.3）

ジェクトで、広告会社、テレビ局、〕､信ｌｌ:などのマスメディアのほかに(i：宅棟もつくられる。

・六本木６丁'三|地区１１Ⅱﾙ１発。これは|TTI地の１１１１)Mｦ緋I[合により、約ｌｌｈａの倣地を三つの街区に分

け、ホテル、劇場、放送センター、平:務所棟のほかに住宅棟をも建設しようというもので、超高胸

の事務所棟は54階建てになる。住宅棟は38M!i建てと１７階建ての２棟。２００２イド竣工予定。予定地

内にあった寺|暁をも取り込んだ再開発。

．,W11ll駅東口再ＩＨＩ発。｜|｣国鉄の貨物ヤーlﾐlhllJlUに力Ⅱえ、Ｉ|〕:lilii基地跡j11113.7ｈａの区画整111叩業

を行い、2003年までにホテル、事務iﾘT、IWi業施設、住宅棟等を建設するもので、新幹線新駅も併

設される。先行した貨物ヤード跡地TIilⅡ1発は1998年までに慨成していて「,Iiil,川インターシテイ」

として、すでに稼働している。

などがそれにあたる。そのほかllHil々の｢111}１発も各所で行われていて、不動1if経済研究所の調査に

よれば千代Ⅱ|区、’'１央区、港区三区では１９９１ｲ1皇にほとんど販売物件のなかったマンションが99イド

には計3365戸が販売され2)、住宅の都心|回11%i)が近ｲIzi顕著になっている。そのため、かつて人'二1減が

著しかったこれらの地域では、人|］の転入超過が始まっているという。

ところで、祁心再生とは、それを字義j、り１１＃せば、現在業務空ｌｌＩ１化しているill心をまず人々が居

住しうるところとすることであり、そして'〕K|際hll市として、あるいは防災｣｣111題のあるところをiIj

開発などの手法によって改善し、快適で、安全な、美しい都TIjにつくりかえ、蘇らせることである。

これら主要プロジェクトを'''心とした再lHl発によって、その都心i'1生は果たして可能だろうか。

否である。

それは、大jlll震に見郷われた場合、人きな被害が予想されている木造住宅密集地域を早急に改善

するための具体策が、なおllRり残されたままであるからにほかならない。都心｣'11域には、防災｣二ｌｌＩｌ

題のあるそうした木造住宅癖集地域が２刀4()()Ohaに-1こり、そこに２１０万世帯、450万人が)｢'十ＩｉＬ

ている:{)。これらの地域においては、｜,)災_ｌｉＩｌＩ１題があるという点で人々の桐ﾈ||:を担保しているとは

いえないし、また人々の居住のｍｉで好ましい環境ということもできない。都心iMiには、この地域

を防災｣二改齊することが不可欠であるのは､lyj災｣二の改善はⅡ|]環境の改善にもつながるからである。

しかし、現に進められているDIUi(都の施筑では、それらのllll城の改善がいつまでに終わるか、わか

らないでいるし、最近の都心１Ｍミプロジェクトにもそれは入っていない。とすれば防災対策ｍでの

都心iIj化は空文化してしまうことになる。これは、都心ｉ１ｉ化を実現するうえでの最大の難問といわ

なければならないだろう。

2)『読売WillⅡ』2000ｲｌｉｌＯ１１３０｢Ｉ付!'ﾘ|刊。

3)この数字は『東京都住宅白了しﾄﾞｰｲ]ﾐ宅政策を点|ｊける』２０００('1版（391)）による。それらの地域は環状７ﾄﾅ線
と111手jUmりに挟まれ、帯状に存在している。
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梛心再化のﾀＭ１

しかし、なぜ木造住宅密集地域改善の対策が遅々として進まず、かつ４１に大規模に展１１Mされつつ

ある都心再Lliのプロジェクトからも取り残され、まさにWll心ＴＭ三の死ｲ(1になっているのか、どこに

ＩＨＩ題があるのだろうか。この木造(]{宅楕集地域をlTL急に改善する方途が打ち出されないかぎり、都

TIJTli生そのものもないが、その方途があるものだろうか。それを老・察するのが本稿の趣旨である。

その課題に辿るために本稿では、まず（１）木造住宅密集地域の現状と|H1題点を[Ⅱlらかにしたう

えで、（２）そうしたTlT街地改造事業が放置され、なかなか進腱しないのは今ロの木造住宅密集地

域における改善ｚ|':業のみならず、Mll的にみると、｜乳１束大震災の復興計Imiや戦後復興事業において

』1ｍして見られたもので、これらには共通したllu客要因があることを指摘したい。それは資金がい

ずれも不足していたこともさることながら、二ｌＪｌｕ所ｲi背の私権意識が大きな要因になっていること

である。これを打開するに刀策として（３）現行法Ili''1隻における法枇造と１１W釈の抜本的発想の転換

を提案するのを意図したいのである。

(図１）都心居住推進地域

１１}所：『束〕j(部(Ｉｉ宅マスタープラン1996～2005』
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L,1代W11i<11川究ガリ２ﾄナ（2()()2.3）

1，木造住宅密集地域の状況と問題点

木造住宅密集地域の状況

木造住宅密集地域とは、老ｲﾉj化した木造賃貸(ｌｉ宅が集h1iして、他I:が泥(lLたり、道路、公|蒲|等

のオープンスペースが不足していて、人1111農時に火災や他物Iii'Ｍなどの危険１１kが高い地域で、『A〔

京＃lllyj災計画」による総合危険lHilでランク５または4とされ、１９７()ｲﾄﾞ以前に建築された水ｊＭｌｉ

物棟数率７０％以上、それ以lliiiに述築された老朽木造ＩＬＭ刎ll1数?#<3()％以｣:ｏｈａあたり551uｲ||;以1K、

不燃傾城率60％未illIIiの|Ｘ域をlＨしている１１。ＤｌＩ京ではそうしたllllj或が（ｌＸｌ２）に見るように、環状

７弓線と'11手皿りに狭まｵ[てｲIIr状に存ｲ１１しており、一門|ＩＪＲ'|'火線i'１１級にも広がっている。

そのiiTi積は約２万4()()()h〔lに達するが、この''１で''1ﾉj災」:ｲ｢効なjiill1＃、公園等のオープンスペース

が著しく不足しているために、延焼等の危険性が高く、171急な改韓W1I1lliが必要とされる地域が約

6000ha存在する5)。ＤＩＩﾊﾟ(Iillはそｵ1ら地｣或を而点轆I11i｣lllj或（衣ｌ）としているが、その25地域のう

ち１５地域がいわゆる都心llu域にｲﾄﾞｲl;する。この地域は総合危険lいでランク５、老朽木造建物ﾄﾘ（

数率45％（haあたり301W!）イ〈燃価域率40％未満というところである。

戸数で見てみると、Ⅲ〔〕洲'1は1993ｲｌｉの総務庁「住宅統計洲街」をもとに、１１〔京の木造賃貸(1；宅

(｣LlTil建て）を約７１万7()()())二「（住宅総数の約１５％）とし、そのうちの４分の３がそれら密集｣１１城

に集｢|'しているとしている'i)。

『来京都住宅'二|書』（1995ｲｌｉ版）によれば、それら木造Hrf住宅は「''11{ﾈ'130｛'三代からの高度成

及１０１に道路・公園などの部ilLIK樅も水盤l111iなまま、社会I`19需要に応えて無秩序に建設された狭小な

ものが多いため、蚊低屈１１ﾐﾉＭ(;7)にillIliたない（同時lUlの総枌))：「住宅統計洲在」では、木造賃貸住

宅の1戸当たり平均しＩ〈imIl1iは２４．(）平ﾉﾉ111で、全住宅のIli均'１１１〔６２．１平〃１，ｋ二'２分以下のM１l襖し

かない）Ⅲ宣帯の比率がirliく、また'三111(!、ｊ､風等のIji環境や、｜ﾘﾉﾉ災のＩ１ｉＭ点からみても、’１Ⅱ題のあるも

のが多い。さらに経営背のii1lillm化とともにＩＬＭ〃の老ｲﾉj化も進んでおり、！Tﾘﾘ|に木造賃貸住宅｣'1Ⅱさを

終IIIliすることが課題」（1481)）とされている化居であり、そうしたｎｉ１ｉＩ１が集枝したのが密集地域で

ある。

4)東京都祁TlT計illli局『東京hllにおける|ﾘﾉ災hllTlTづくl)の概要』（1998ｲＩｉ）などによる。文Ｉｌｌにある「ｲ<燃価域荊
とは、Ｔｌ丁街地の延焼Ｉｌｌｉ状をili(llliする}H標で、－譽定/l<準に達すると急速に安全|/ｌｉがilP;iまるＩｆｌｉ格を持ち、絶対｢Iりな

［|標水準として定められている。イ<燃Ii1l(域率が4()％以｣:の水準に途すると、iliil:i地の焼失率は20～２５％l1l1lE

に急激に低下するので、この/l<rlI1を［l標に木造賃uji(1;宅帝集地域の卿111iが進められている。

5)ＤＩＵｉ(都『東京描想20()()－千杵ﾉj)|(の'１１:V1LhllilTをめざして』１４１１）
6）『東京都住宅白書』（1995ｲｌ１ｌｌ(）’’１８[）

7）「岐低lTI1住水lflli」とは、仇宅１Ｍ(５ｿﾞﾉｲlii;l1Illiの'|'で,]くされているＩｊｉ宅ﾉＭ１;のナショナル・ミニマムで、４人''1：

イ|}で３ＤＫ、専)'1住戸irlili1(5()1リノ111．この/Ｍ(;未満のlUｲﾙは(１１宅統iiliﾘ,Ｗｉｉ（199311ｽ）によると、全'五|で７．
８％、東京では１５．５％ｲﾉｲ|;する（『】U11(＃'1住宅白書』２()()()ｲI:版によると、９８('１洲査では全|玉１８．１％、，|〔
〕;(は木集計)。東京ではこｵlに核P11する6()％がl(Mlll賃FiiIli宅（(川ｌｌＩｌを含む）ｌｌｉＩ(]iffとされている。
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子覚で１０１戸／haとなっている。

なお、一般の戸建て住宅が連胆す

る地区での{1ｉ宅戸数密度は概ね

５０戸／ha前後であるからiiliilUl区

ともに′ＭＩＩ棋な住宅が相当のウェ

イトを占めており、束池袋では膣

屋建て住宅も多いために、とりわ

け住宅密度が高いことが分かる。

これらの地区のⅢ｣には、小さな街

区単位でみると、不良住宅（建物

の梢造・設ｌ１ｌｌｉ・老朽度や採光．、

風・接道条件などが極めて悪い住

(表１）その２

品地のＩ況と主よ適用事：手点

瀞|驫蕊霧iiiili曇
汕留

ヨ④OＥＤ（Ｚ

(DEXﾖ､､DＥＤＯ

]Ｏ；１８６０［

、④G）⑦ＤＥ]ＯｉＩ1.4U【

Ｉ リロ（Ｚ

](]Ｉ］ＩＬノ{]０

、②④⑤[Ⅱ]１］１．３UＵ

(､こり④這り⑦]Ｕｉｌ４ＵＵ［

皆
画
一
兀
’

ヨ④ａ⑦

而澗：lB80ha人口：366.700人／167.300世帯不燃領域二

（註）・不燃化率：全建築面個に占める耐火建築物の翅築面楓の馴合。
・道路率：地区面嫡に占める幅員６ｍ以上の道路面掴の割合。
、主な適用順業手法は以下である｡①街蹄躯策(迎続立体交差1狐業簿を含む)､＠面的整備事業(土地宅）が４～５１１fllを,Liめ、２戸のう
区画堅理WI紫、都市再開発事業など)、⑧公回路徽醸巣､④都市防災不燃化促進１１Y業､⑤木造住宅密

築地域麹備促進駆禦､⑧住宅市街地総合路備鯛菜⑦防災生活鰯促進卵巣､⑧ふれあい商店街づくち1戸の;!;'|合でその改善が求めら
り砺業、⑨身近なまちづくり支援街路駆莱。

オ1るような建物が分布している」

(１５２～1531)）というものであるが、このDII汕袋の木造賃fLiiIji宅密集地域というのはサンシャイ

ン60の東南、llIlF鉄有楽lll｢線束池袋駅の束111||に広がるl32haのlU区で、重点終I111i地域に指定され

ており、「il'Hill心の｢|]にそのような劣悪なTl7街lUが存ｲl：するのに、隣}妾のサンシャイン６０のホテル

に宿泊する外|工|人は￣様に蝿く゜ここはまさに'111心再生の死/(1になっているIliJil所といっていいだろ

う。

それら木造住宅密集地｣或がどのような課迦を一般的に抱えているか、’二１１杯一樹教授による以下の

整理がわかりやすいので、それを紹介しておこう。というのも、その幣珂1には以降の議論の発展に

欠かせない論点をも含んでいるからであるＨ１。すなわち、

（ア）４ｍ未満の狭陥な細街路が多く、jiL州が整備されていない、（イ）建物更新の遅れと老′lJj

家屋の集械、（ウ）既存不適l各建築物．違法建築が多い、（エ）IulUが少なく、まちづくり)Ⅱ地もな

い、（オ）不燃領域率が低く、過密TIj街lUlである、（力）ここ｣Ｍ上物の権利関係が複雑である、（キ）

相対的な家賃の安さが建物の維持管I1I1を後退させる、（ク）入居者が低所得化|,J1[(１，にあり、建物更

新と不適合を起こす、（ケ）建物所有者．入居者ともに高齢化Ｉｌｊｉ,rilにあり、建物更新意欲が低下、

8)111杯一樹「lyj災都Tliづくり１１雌計Ⅲ」（『巡鉄』’４月、１９９８ｲＭ)1,531）

月利ｿｊ・’'１林編若『大部TlTと直~|くの地震』（＃Ｕ;('111立大学都市(Ｊ１究柳｢発行、

計画と東京の課題」において述べている。

以卜)。’１１杯教授はさらに詳しく望

1998年）の節８章「都TlTの安全化

－６－

罰罰ＭＥＴロ j見&旋堕 眉目U８ｍｌ 等目冠 ■■■■■■■■■

Ｎｐ

AK-バーーハい穂1ｷﾞノ

地区１名

r蛭;酉騒｣､

ijiWiii1 )畑口■
(人）

撚散
(世編）

不鰔騨：
（％）

不燃I牌
(％）

Ｌ､

道路率
(％）

篭jUiZiRim蝋事法
①】冒しE1QM:;C⑦甑〕
１１i面公不木住防ふ身

235 43.700 19,700 3７ 2４ １１ ①②④⑤⑦

目黒

品川

182

194

38,900

38,500

18,800

18,600

4４

３９

3４

2７

９

1３
①e③④⑤⑦

124 18,700 9,400 “ 3２ ５ ①906）⑦００

9６ 23,500 11,600 2９ 2２ ５ ①②③④３⑦

123 21,500 10.700 4８ 3７ ７ ①②⑧④⑤⑦

9５ 23,300 １１，３００ 2８ 2０ ９ ①②④⑤

144

267

28,700

58,700

14,000

23Ⅲ600

3７

3５

2６

２２

８

1０

①②④⑤⑦

①2Ｇ，３⑦

9１ 15,300 6,700 3７ 2８ ７ ①ａ④aG⑦

122 23.600 9.800 3１ 1２ １０ ①②④⑤⑦

202 32200 13,100 4０ 2９ 1２ ①②④⑤⑦

計
一

・ 面欄：lo880ha人口：366,700人／167.300世帯不燃領域率：３７％
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(．）111統がさらに椛利関係を裡雑化し、イ<ｲlij1u三1三化する、（サ）Ｉ|｣r家やアパートが多く、まちづく

りへの了に体的取組みと継続1112が|ﾉＭ１(。

といった課題に直irIiしているということである。これらは束ＪＭｌｌが発行している『新たなまちづ

くりの雁|)ll-木造(j三宅密集111域の盤I111iを'１雌する１２のｲ『効ﾉﾉ策』（１９９８ｲＩｉ）にも克明に説|ﾘlされ

ているところである。

これを見ると、柵tll:と環境のliliimiにおいて、木造住宅裕集地域は人きなlHl題を抱えていることが

｣M1解される。ひとことでいうと、ここはliTIl1i環境としてはきわめて劣悪といえ、最低居住水準未満

の住居が多いというのがそれをIhWlけており、ここではＩｌＭ(と安全とプライバシーといった入居者

の人椛が保障されているとはいいにくく、人々に対するIfiliIl：（ウエルビーイング）が担保されてい

るとはいえそうにない。後述するように、’'１でも大地震などの災1｣；に対し、きわめて危険度が高い

となると、ここではLIi命さえ危険にさらされているということになる。つまり人椛が常時危険にさ

らされているのが、このlU域である。

環境の1ｍから見ても#llTIi基盤が盤Illliされていない、狭ﾉ|､(]；宅が梅雌している、しかも、老ﾄﾉj化し

た住宅、既存不適格の建物が多いということは、環境もまた劣悪であることがわかる。來池袋

('１．５Ｔｌ=|）地域には1Iili防巾さえ入れない細街路がいりくんだところがあり、つまり、これらが

災割キにきわめて脆弱であることにiil〔紬してもいるわけである。

木造住宅密集地域の改善状況

もちろん、東京都がこれら木造(|i宅樒集Ⅱu域に対して下をこまねいているわけではない。東京都

のその対策は、木造住宅密集｣u域盤(111i促進４V業というもので（1997ｲｌｉ以降は樒雌TIj街地盤I111i法＝

樒雌TIj街地における防災街区の終IIlliの促進に'1Mする法↑=lkに）iLづいて進められている)、とくに危険

度が高いために重点蕊I111illllj或としているところについては緊急木造１１１宅栴集｣{u域lyj災対策ZIv業とし

て進められているところである。

それら』|J業の第一の［|標は不燃ilI域率を4()％以上の/Ｍ１;に高めることで、それによりTli街地の

焼失率を2()～２５％）MQiに低~卜させようというものである。辮集TlT抄ijU終I111i法は、防災上危険なTl７

１１１地を都TIT計1mi法の「盤IIIli・１%１発または保介の力針」に位置づけ、「|ﾘﾉ災llllⅢ１発促進地|ｽ」として

''二i定することにより都市計画にlﾘｌｌｉｌｉｉ化して、終I111iを進めようとしている。節二に、この事業による

地て替えでｌｉＨＩＭ<準を改善し、またiii1,1%、公liIil、広場などの部Tli｣i州をあらためて終備して、コミ

ュニティのTIT柵築をはかるのを'二''''9にしている。

そして、１,'１京部がこれら事業をilliめる手法として（これも後段の繊論につながるところなので詳

述しておきたい）採っているのが（カッコ|ﾉ､|は他の通)l1rl':業とiM1等）（ア）ここ地の交換分合によ

り効率''19に共同建て替えや公共施設終I111iを行う（二'二地区illli終111即業とのＺｎね合わせ)、（イ）ポテン

－７－



現代編|(||:|ﾘﾄ究ガリ２)十（2()()2.3）

シャルの高い街区で高座利１１１と｣l蝿轄I111iを一体lI19に行う（ili街地｢111%|発事業との重ね合わせ)、（ウ）

幹線道路沿道等で街並み形成・良質な住宅の供給を行う、（優良建築物等整ＩｌＩｉ事業、都心共|同|(1ﾐ宅

供給事業等）（工）延焼遮断帯を形成し、｜lﾉｱ災まちづくりを進める（illTl1lyj災不燃化促進事業等と

の重ね合わせ)、（オ）］:場跡地等の大川,I模低木利川地の二'二lMlll]11賦換を行う（住宅TlT街地繋I111i総合

支援事業との政ね合わせ)、（力）に|立''１りなili街地の111新がｌＭＩｌな街区を再生させる（住宅改良事業

との並ね合わせ)、（キ）公的住宅団１１mの他て替えとの連携をはかる（公的住宅建て替え事業）（ク）

細街li1(に接する狭小敷lluが多い街区で'1Ⅲ洲建て替えを進める（建築｣i叫法等）などである。これを

見るかぎり、この木造ｌ１ｉ宅密集地区を改善するために様々な手法が取られようとしていることが理

解できる。

以｣二のような'二l標をＭｻﾞ、様々な手法によって211:業に着手されているのは当iMli、地｣或面積がおお

むねlOha以ｈ（亜点地｣或では５ｈａ）で、木造建物棟数率が７０％以｣1，老ｲﾉj木造建物棟数率が３０％

以｣:、住宅戸数密度がh〔lあたり５５戸以|:、不燃価｣或率が６０％木１１１'|iというところで、その数は前述

している通りで、うち並点llUj或の''１のｌｌｌＵ域、約6()()Ohaについては『東京椛想2000」は、２０１５

年までに実現することを公約している。これらを見るかぎり、来京部も木造{１２宅密集地区の改韓に

取り組んでいることがわかる。

しかし、その進捗状況を点検すると、はなはだ心もとなくなってくる。（衣２）は東京都Ｉｊｉ宅局

のに|『業概要」（2000ｲＩｉｌ仮）が示している木造{三1i宅密集｣Ｕ或整l111i促進事業の建て替えⅡ|地取得実

績であるが、これは1983年（炎では'１((ﾄﾞ''58年）から１９９９ｲ'三（平成１１ｲ1皇）まで１６イド''１]のものであ

る。これを見ると、１６ｲ|ﾐ|M1の突紬は当i｢liの対象1111区mIiIi2710ha（区部のみ）のうち)11地収得が済

んだのがlOOha、建て粋えが行われたのが53()()戸である。『東京lMi想200()」によれば、前述して

いるように約600()ha、３万60()()戸の木造住宅樒集lUl域を1996ｲliから２()１５年までの20年'''１で繋

備するとしている。これは年Ⅱ'１３()Ohaのペースで終備を進めなければならないことを示している。

あるいは住戸ペースではｲ'三｢'１１１８００戸。ところが'999ｲ1iまでの突紬では、イIilH]約６ｈａにすぎない。

建て替えは年|Ｈ１約330戸にすぎない。つまり、これまでの実績は今後予定されている事業ペース

の111｣Ｕで50分の１でしかなかったわけである。つまり、この二１１:業は遅々として進んでいない。今

後もこれまでの実績ペースでnljlll取得の事業が進められるとすると、予定している事業が完了する

までに何とｌｏｏｏ年かかるという気が速くなるような不条I111な計切〔になる。またＩｊｉ戸ペースでは

110イ'三かかる。このことは木造Pt貸ｲﾆ1{宅裕集｣U｣域における今|]の空ＩＭＩ状乃il＝福祉も環境も劣悪＝

を改善するのに、東京都の施策はまったく無力であることを示している。したがって、つねに大地

震時にもっとも大きな被害が予i11'|される地域として指摘されつづけてきている。しかし、その危険

が根本的に改善される見込みはまずない。筆者がこｵlら1m域を都心｢')生のクリ1としるしたゆえんが

－８－
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(表２）木造住宅密集地域整備促進事業の建替・用地取得実績
(2()()()('三３)]３１日現在）

」
←
－
－

Z｝

片
庄
時 iliLI

Ｍ（の【I】し

〃趣Ｉ

(『
|－

月Ｈｑ【金
畳

111
疏糸試験ＭＩ跡地１

頁Ｗ４研辨Iワ跡lＵ

ＸＹ■鎧
暘

lil

111〃ｉ：『火」MllⅡ；七局二'7雛概要2()00イド版』
(注） ※は(ﾋｴ混在型地区である。

実施111区ｉ１ｉｉＭは、大臣承認地区のiiiiWiである。

木1t率lWlで平成９年度以降知?1J承認地区は、不燃;Ii域率を表示している。

知:１１承認ｌＩＵ１「－」の地区は、大臣承認のみで鞭業を爽施する地区である。

２
３
４

－９－

区 地区名
地区

面ｉｉｉ

(ha）

木衝
斗】

(％）

111業開蛤

大臣承狙 知事承偲

５８～１０年度実Ｉ、

建替戸数 111地取i鼎 ゴミ住

平成１１年度実ＩＨ

逮替戸数 用地取得 コミ住
I竹考

宿祈

２

３

`Ｉ

５

６

西新宿

北新宿

大久保・百人町

若葉・須賀町

上落合

赤城周辺

3９０

6９ ０

`1６ ５

1５ ６

4７ ０

1７ 0

３１０

3６ 0

3５ ５

3４ ５

3３ ５

2５ ３

5９．７２１

6０ ７ １５

6３ 1１ 2５

５ ３

５ ８ １０

６ ８

３．３」`Ｉ

３ ３ 1４

３ ３ 1４

５ ３

５ ８ 10

６ ８

109戸

322

102

0

3５

１３

OＩｎｎ

Ｌ764

2８

060

０

０

0戸

4０

0

0

０

０

0戸

９

4８

0

０

０

OITf

０

0

5２

0

０

0戸

０

0

0

０

０ ※

文京
７

８

大塚５．６Ｔ目
干駄木．向丘

2５

9１

５

０

3１

2８

４

1１

３

７

５

３ 3１

３

７

４

３

2２

3１

5８

4８

964

195

０

０

０

1０

424

5０

０

０

墨［1１

９

10

11

北部中央
京 島

蝋ケ淵周辺

184

2５

7８

５

５

４

４１

3３

3５

５

７

６

6０

5８

1１

２

１１

６

2１

2９

６ ３ 3１

1１１．２９

1２４

1３７

0

１０，５０２

10,289

０

０

137

2５

0

0

０

897

0

0

０

※

品１１１

1２

1３

1４

ｉＸの台．巾延

戸越１．２Ｔ目

荏原北

１９

2３

7７

３

0

０

4８

`１５

3１

７

２

９

５

８

６

`Ｉ

３

1５

3０

１１

３

５

８

３

1１

３

2９

3０

１１

2１

3９

2４

０

Ｌ８１０

1８１

０

10

0

０

０

1９

664

０

1,630

0

０

０ ※

目黒

1５

1６

1７

1８

1９

2０

上目黒・祐天寺

目黒本町

Ｉ６）場

五木木

田

目黒本町６・原町’

4０

2０

2３

1４

11

3９

６

０

0

４

８

`１５ ９

3７ ９

3７

４１ ３

6２ 10

6３ 1１ 1５

３ 1１ 1５

７ ３ 2９

承惚準備[Ｉ】

承把準備【|】

３ ｡’ 2２

３ `Ｉ 2２

３ 1１ 2５

７ ３ 2９

承認準備【l】

jlI(認準ｌＷＩｌ】

25`Ｉ

１６９

3０

８

０

０

110

1,338

０

792

０

０

０

８

０

０

１３

９

０

９

０

０

０

０

0

0

０

０

0

０

０

０

大［1１

２１

2２

2３

2４

西蒲Ｈ］．浦田

大森・北椛谷

iWi田２．３丁目

矢口・下丸子

8４

200

2６

１０３

０

６

３

７

451

3１ ７

3１ ５

５１ ７

２６」１

５ ６

６ ３ 3１

９ 2９

2」l」９

５ ６

６ ３ 3１

1０ ３ 1０

1１９

1５０

1４４１

０

Ｌ５`1１

9`Ｉ

0

０

2３

０

0

０

2６

８

0

2.068

０

０

０

０

0

０

※

※

世H1谷

2５

2６

2７

2８

2９

3０

３１

3２

3３

３１

3５

3６

太子堂２．３Ｔ目

北沢３．４丁目

田谷・若林

三宿１．２Ｔ目

区役所北部

上,鳴・野沢

大原ｌ・北沢５Ｔ目

太子堂４Ｔ目

玉川３Ｔ目

i{l師谷大蔵駅周辺

千歳船橋釈周辺

豪徳寺釈周辺

3５

3３

4７

3６

7０

3７

4`Ｉ

Ⅱ

８

2８

Ⅱ

2９

６

６

７

４

９

７

`Ｉ

８

３

３

(Ｉ

６

3２ ７

`1３ ８

`1６ ４

3８ ８

3６ ２

3０ ７

4８ ４

`1９ ９

ＭＯ

3６ ０

3,1 ３

5８

5９

6３

８

４

５

８

10

９

１１

1１

１１

３

２

８

`Ｉ

LＩ

10

３

２

1１

3１

2７

2９

`Ｉ

1５

1２

1７

１０

１２

1２

1２

２ ３ 3１

２ ３ 3１

２ ３ 3１

３ 10 ９

`Ｉ `Ｉ ６

５ １０ １５

８ ３ １２

１０ 1１ 1１

承認噸1W【'１

承認iVlIWIIj

jlI(認準1W【１１

承把雌lli【|】

278

13`Ｉ

1９２

2９

7７

109

0

0

0

0

０

０

６８６６

５

４

303

739

1１６

5uI5

890

1．２２５

352

0

0

０

０

0

0

０

0

0

０

0

０

０

０

０

0

０

0

0

０

0

０

0

1７４

203

354

0

2１

6７

Ｌ093

0

341

１３

3０

4８

0

０

0

0

0

０

0

渋谷 3７ 本町 9９ ２ 3２ ６ ５ 1０ １５ 5」0」５ 2`1８ 373 0 7８ 0 ０

[|】野

3８

3９

'1０

南台４丁目

平ｉＩｌの森公園周辺

南台１．２Ｔ目

1８

5２

2５

８

0

８

4２

3`Ｉ

`1５

0

９

８

`１

５

１０

３

１２

３

３１

1０

1９

`1３３１

5」2」０

承認iVlIIiII1

7２

262

０

639

1.631

0

2６

0

０

1８

0

１８

3０

202

0

０

杉並

４１

`1２

`1３

蚕糸試験場跡地周辺
気象研究所跡地周辺

天沼３Ｔ目

2６

1８

2６

０

４

2７

3６

3１

７

0

８

6０

6０

７

１０

１０

７

１５

1５

３１

３８１２

３ ８ １２

７ ７ 3１

112

Ｍ`Ｉ

0

９１`Ｉ

I`１０

602

０

0

０

９

０

０

206

０

0

0

0

0

豊島

4４

`1５

4６

4７

束池袋‘１．５Ｔ目

染井漣圃周辺

上池袋

南長崎２．３Ｔ目

1９

5３

6７

2５

２

３

`1８

4５

3２

`Ⅱ

５

４

６

５

5８

３

８

３

７

５

８

3１

８

２

２

３

８

３

３

３

３

3１

3１

2９

2９

１３７

１１４

６１

1０

6.723

Ｌ８６６

２，３`1９

436

1１

０

０

0

１４

４

８

０

0

0

0

０

0

０

0

0

北 4８ 上十条３．４Ｔ目 １９ ６ `1３ ５ ６ ３ 3１ ６ ３ 3１ ０ 222 0 ８ 1１６ 0

荒川

4９

5０

５１

荒川５．６Ｔ目

町屋２．３．‘ｌＴ目

南千住ｌ・荒１１１１丁目

3３

`1３

1５

６

５

`I`Ｉ

3１

３１

０

０

０

6２

1１

1１

１１ ６

2９

2９

４ ３ 3１

承認lVl傭[|】

承認準IIi【|】

2８１

0

０

358

0

０

0 ０

`１１

０

１５４

０

０

0

0

０

板橘

5２

5３

5`Ｉ

5５

5６

'''１ 宿

上坂檎釈南

大谷口

若木

１１１１ 野町

6０

2０

7６

1８

5３

0

３

９

０

５

3６ ７

`10 ７

4７ ３

236

２

２

５

５

８

５

５

３

３

３

3１

3１

3１

2９

２８

２３３１

２３３１

5．３３１

８３２８

35`Ｉ

7０

3８

0

0

`１１７

507

０

7５

Ｌ`１６０

０

０

０

０

0

0

0

０

０

０

０

０

219

0

0

０

0

0

0

０ ※

棟ｌＩｊ

5７

5８

5９

煉馬

'１古［I］北部

｣上町

2０

`1３

3１

０

７

`17.9

`1１３

６１

`Ｉ

９

１０

７

３

６

３１

３

５

９

1０

６

９

109

6５

７

8６１

Ｌ９３`Ｉ

l」6５

1１

1０

2２

９

８

2０１

1，１１７

893

０

０

０

足立

6０

６１

6２

足立１．２．３丁目

ＩＮＩ原一Ｔ目

西Ｗｒ井釈西口周辺

5０

1２

`１０

２

０

２

3１３

2`1９

380

７

6２

１１

３ 10

３３１

３３

７ ３ 10

承認準備【|】

3３

↓２

０．

289

lｑ２０３

０

０

‘1２

１０９

０

0

９

５１０

０

０

１０

口飾 6３ 東四つ木 4０ ０ 328 ８ 1２２０ 8．３２８ 0 2１１２２ ０ 0 1．３２６ １６ 6託

江戸川

０１

6５

6６

一之江釈付近

一之江駅西部

南小岩

５

1６

4０

８

８

０

５

９ １０３０

承認準Ili【|】

承認準IIi【|】

承K（ 準Ili【|】

０

０

0

３１６

0

０

０ ０

0

０

7４

0

０

０

三腿 6７ 上連雀 7０ 0 承肥準IIi[|】 承認 醜IＩｉＩｌｌ ０ ０ ０ 0

日野 6８ 本町四Ｔ目lIR周辺 ７ ３ 911」０ 承認 雌IIi[|］ 0 0 ０ ０

１８区

２ili

実施地区面欄

実施予定面iiI1

2．７１１２

1６０９

承iill6`I地区

ｌＶｌｌｌｉＩＩｌ`l'′
承認51地区
IV1Mi【|】l`l'′ `I`８８１ 87,369 318 5０１ 13,20,1 2６



現代WilⅢﾘﾄ先館２ﾄチ（2()()2.3）

ここにある。

大地震の被害想定

来京では、いつ大llu震が発しｌＬてもおかしくない状Ⅶ１１にある。イTI1(ii克彦教授は１９９４年の時ﾉi<(で

すでに「関東・来海ｌＷＪの人ｌＩＩｊ腱発生様式にもとづく－つのシナリオによれば、今lU:紀木から未lU：

紀|《uめどろに小|[|原llll震、ｌｌＩｉ１ｌＪｌｕｌ震、甘祁|醤liDLI-lⅡ1腰が続発し、そｵl以後首都圏直1くが大｣ul濃liIi1Ii1j

j！'に入る公算が強い」「安'攻1[)ｺﾞ111農やその後の人M1l濃のTI}Ⅲ(をU,1災の|川越として真仇'|に形えるべ

き時がきたのである」１１)と弊告している。ここでいう「来'U:紀初め」とは2111紀初めのことである

のはいうまでもない。そのときＪｌｑ京は「人撒初休欣」の木ﾄﾞｹｲTc/)被需を被るだろうと、石橋教l受

はいっている。

その被害についてⅢ〔京部はl()９１<１１９１１に『束〕;(におけるllll濃被害の想定に関するiﾘ,1杏|Ｉ}究』を

発表し、さらに９７ｲＩｉにその故ii]1仮をｌｌＬている。９１ｲli版より９７ｲ'１仮のほうが、被害が少な'三|に想

定されているのがi,li｢,ｌｆの述いとなっている。それを|州〔人震災、阪ill1・淡路大震災と比較したのが

(表３）である。ここでは般新の９７年版による被害想定をしるしておこう。

被害想定は、来京１１１１１くりi'1でマグニチュード７．２、鰹1聖６ﾘｉｉ、冬のﾀﾉﾉに充(|そするとのilii提のも

とにまとめられている。それによると、区＃'1における１(な被↑芒ｉｆはﾀﾋﾟ昔６７１７人、負傷TIfl3ﾉﾉ6825

人、全壊家屋３ﾉｱ6971棟、１全壊家屋８万3743棟、Ⅱ}火(/|:数()271/|：（梢|ﾘﾉｶが対応不能の延焼仙人

件数は１２１件)、焼失家１１義32万と12881:lli、7485h〔l、リi)宅ｌＭｌ(ff335刀人となっており、また-Ｍ〈

道・ガス・電話の機能支障率3()～３２％、fliiﾉﾉの機能支障率2()％、火災苑Ll仙域では鉄道・道1116に

大きな文障が}Ⅱるとしている。

１９９１ｲ1ﾐ想定に比べて被fili2予ＩｉｌＩｌｌが全般に低くなっているのは、９１ｲ'三想定のマグニチュード７．９

を７．２にしたためであるが、しかし、そｵlでも区部の６分の１近く（９１年想定では４分の１）

が焼失することになる。それにしても人[|、Tli街jllll｢Iihliから兇て、阪i(''１・淡路大震災における被十l；

と比較して、かなり低い数字といえる。

その疑|川にiiii記石|,(Ｉｉ牧授は「９１ｲ１１の来京＃|{の地震被fli6想定は｜Ⅱ棋卜ラフ巨大地震を三}iたる対象

としたものだが、直]<1111農についても検討している。それによると、１１束区新木場付近を震央とし

た安政江戸地震が１Ｍルたとき、下llIllIulZでは震１隻が５の9Ljから強になるが、震度６はごく一IIillの

)||沿いの谷底平1117にしか兄られず、液状化も震央から１５～２()キpIiiltれると苑L|北ないという。こ

れにもとづく定''11;1''9検討では、建物・」且木施設・ライフラインの被十|＃、火災の延焼範llU、人''１ﾘ被濟、

社会生活１２の被害のどれもが、かなり少ないと結論されている。しかし、この地震動と液状化の疋

9）イiWii克彦『大lMl1iliLの||、↑代一｣l鵬'Ｗｆは弊告する』（Y|波了!'ﾘ,li、１９(ﾙIｲ|;）２１）とｌ７２ｐ

－１０－
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１）警視庁調べによる。

2）東京府と神奈川県。

3）表中の、人的被害、建物被害の数字は、防災白書（平成８年度版）による。神戸市地

域防災計画（地震対策編：平成８年度修正）では、神戸市（平成７年８月末）の被害

は、死者4,319人、全壊67,421棟、半壊55,145棟、全焼6,975棟、半焼413棟としてい

る。なお、この死者には震災関連死を含む。

４）全出火件数で、消防力による消火件数と不燃建物等での延焼不拡大件数を除いた「延

焼拡大件数」は全都27件、区部97件、多摩30件である。

5）東京都では四つの直下の地震（区部直下、多摩直下、神奈川県境直下、埼玉県境直下）

を設定し被害想定した。

６）全出火件数で、消防力による消火件数と不燃建物等での延焼不拡大件数を除いた「延

焼拡大件数」は全都149件、区部121件、多摩28件である。

7）もっとも人数が多く想定されている「１日後」の数字である。「避難所以外」とは、

阪神・淡路大震災での自宅以外で避難所にいかなかった人の割合（35％）による推計。

８）アンケートによる疎開率をもとに、１週間後の疎開実行者を推計したものである。

９）「１年後」とは、被災地の１年後における人口減少数を示している。（人口減少は概ね、

１年３カ月後がピークとなっていた｡）

出所：望月・中林編著『大都会と直下の地震』第８章

｢都市の安全化計画と東京の課題」

事項 関東大震災（1923） 阪神・淡路大震災（1995）地震被害想定（1991東京都） 地震被害想定（1997東京都）

地震

季節時間

主被災地

最大震度

海洋型巨大地震

相模トラフ（Ｍ７・９）

夏の昼間（９月１日11時59分）

１都２県（南関東：100×100kｍ）

６（当時は震度７はなかった）

都市直下型地震海洋型巨大地震

活断層（Ｍ7.2） 相模トラフ（Ｍ７・９）

冬の早朝（１月17日５時46分）冬の夕方（18時頃）

兵庫県南部（l0x50km）１都２県（南関東：100×100kｍ）

７（震災の帯：１×20kｍ）東京都は６

都市直下型地震（区部直下の地震)5）

フィリッピン海プレート上面（Ｍ7.2）

冬の夕方（18時頃）

区部

震度６強

害者明者壊壊数失件

椒打傷
火主死行負全学出焼

<全体〉

99,331人

43.476人

103,733人

128,266戸

126,233戸

413件2）

447,128棟

<東京市〉

59.065人

36,294人1）

15,674人

3,886戸

4,230戸

136件

366,262棟

3,830hａ

<全体>3）

6,308人

2人

43,177人

100,302棟

108,741棟

294件

7,467棟

65hａ

<神戸市>3） 〈東京都〉

4,484人9.363人

1人

14,679人147.068人

61,995棟36.343棟

32,114棟119,073棟

175件758件4）

7,388棟632,616棟

63hａ 22,875hａ

<区部〉

8,822人

124,718人

32.920棟

104,494棟

580件4）

477,353棟

14,075hａ

<東京都〉

7,159人

158,032人

42,932棟

99,596棟

824件6）

378,401棟

9,575hａ

<区部〉

6,717人

136,825人

36,971棟

83.743棟

627件6）

324,288棟

7,485hａ

<多摩〉

442人

21,207人

5,961棟

15,853棟

197件6）

54,113棟

2,091ｈａ

ライフライン

交通施設

避難収容

疎開者

上水道寸断

通信手段は途絶

橋梁の焼失（246）

落橋や大破（31）

約120万人

(１ヵ月後）約100万人

上水道・ガス寸断（復１日３ヵ月）上水道・ガス寸断（復１日17～26日）

電気・通信の輻轄（支障１週間）電気・通信の輻轄（支障１週間）

高速道路・高架鉄道・地下鉄鉄道は、火災発生地域で支障で大

･新交通システムにも大被害施設的には道路・橋梁に被害あり

(6日後）３２万人

(１年後9)）１９万人

23万人避難所生活7） 211万人

15万人疎開実行8） 139万人

160万人

112万人

区部で上水道・ガス・電話の機能支障率30～32％

電力の機能支障率20％

鉄道・道路は、火災発生地域で支障が大

帰宅困難者371万人

避難所生活7） 151万人

避難所以外7）８２万人

335万人

126万人

68万人

36万人

25万人

39万人
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量的１１(i定は、安政江川Ⅲ濃の|燦の実'Ii1iとあまりにも懸けMII材[ており、その『科学'９１<｣ﾉﾌﾞ法』は」|;常に

疑Ｉｌ１ｌで、被害予iI1llもいちじるしく過小評Illliだと),L(われる」としており、さらに「Ｍ８級W'1下llll震が

おこれば、深さにもよるが、人T［震災に１１＃るとも劣らない大震災が111ずる111能性がある」’U)と指摘

しているのである。

いずれにしてもマグニチュード７．２でさえ、少な「|に想定しても６０()Ｏ人以_Iiの多くの幡牲背

が出る。そうした大きな被害が想定さオlる゜’111趣は焼失家尾の多くが木造住宅密集地域で子i11'|され

ていることである。これら地域を『束〕;(柵想2()()()」でも「特に延焼の危険性の高い地域」’')とし

ているくらいである。また『､l〔京都住宅ｌＬｌ書』（1996ｲli版）は「仮に東京で、大側,l模な地溌が起こ

れば、この木造住宅栴集地域では広範に市街地人火が苑/|；し、多くの人''１９被害はもちろんのこと、

東京の都TlT活動は伸I|:し、ひいては全匡||'|りな経ｉＭ:会IiIi1D1に多人の影響を及ぼす」と述べ、具体''1り

な被害率は上げないにしても、IllIfにこの地域こそが大震災のさいの被害の'''心になるであろうこと

を示唆している。

だからこそ、その改善・終IllIiが急がれなけｵlばならないのであるが、その進捗状況は前述した〕、

りで、したがって橘1ｌｌｌｉ背が多くlllるのは避けられないわけである。｜Al趣は、そのlliiii牲者の多くが|〈|：

会的弱者によってILiめられるであろうとＷ11'|されることである。

想定被害の阪神・淡路大震災との共通性

木造貸住宅密集地域に届Ｉ１Ｌているのは、前述しているその肋'４からＩﾘＩらかなように高ｉＩｉ儲、低

所得者が多く、また近ｲ'１においては外lIil人届住が1NえていることがlfllTIj社会学者によって|ﾘlらかに

されつつある'2)。つまり、＃(〕i(が人地震に見舞われるとしたら、その犠牲者の多くはそれらの人々

になるということである。これが|坂|(''１・淡路大震災における職Wli÷ｉｌｊｒの多くと共通するところがある

のに鰭きを禁じえない。阪iIll・淡路大震災時には幟ｌｌＭ:の凧'Ｉｌｌｉから「災害は弱者を襲う」という言

葉があちこちで語らｵ[た。それが、いずれ起こるであろうＩ,|〔京における大｣ll震のさいにもＷ現され

かねないでいるのである。

すなわち阪illl・淡111(人震災においては、公式記録によると全半壊した住宅の２５％（２万50()0戸）

が木造の長屋形式であり、jlliilllﾌﾘTに逃れた;I〔１１１戸TlTの被災÷,ｌｆの３８％（約８７７７０００人）は皮|/９１にも

｢文化住宅」と称される木造憧貸共|同|住宅の届１１：背で１４％が長l刊iI+|主音だったという。また震災当

時iqll戸市には約54万)三｢の住宅があり、そのうちの８万67()0戸（１６％）にあたる住宅が倒壊したが、

戦前建築の|[Iい住宅が栴集していた災lIl区、あるいは１９()(）イ'２までに建築された'三t宅が多かった同

ＩＣ）イjliWi前掲響２１８１）

'1）前掲『東京|脚想2()O()』’'111）

'2）例えば、駒)|:汗『外１K|人ﾂﾉﾙ,\をみるllu』（|ﾘlイ牌1,1i、１９９()ｲ|{)。あるいは奥l11jii大教授の将作などがある。
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区や兵ｌＩ１ｉ区で倒壊率が高かったことが|ﾘ1らかにされている。

また震災の糀牲者となった人々は高ili6者、低所1リラ者屑に多く、さらに障害者、外'五|人、あるいは

差別を受けている人々が多かったというのは'1本I1i宅会議のW1倍である':'１。すなわちｲ'三齢別犠牲ｆｆ

橘成を見ると、令死-亡者'''７()歳以｣主３３．７％、６()歳以Ⅱこなると５３．１％を,!「める。これは被災

地域に高Ili6者が多くｲi2んでいたこと、老朽111宅川Ｉｊｉが多かったことを示し、また、生活保護luｲ|};受

給者の犠lllliも多く、神戸Tljlﾉ､]の同'１帯１万4951のうち令壊が36191U:帯（２４．２％)、半壊が2652

世柵（１７．７％）に達し、犠lllliﾗiljfは278人になる。これは|同''１１:ｲ||;の１．２４％にあたり、神戸Tl7尺

一般の死亡率(）・２６％の５１１９fﾘﾘの数字で、liUl|和ｿ)教授によると、これらは「すべて(lﾐ届の属'ｌｌｌｉ」

によるもので、まさに「震災はＩ１ｉ宅災害」であったと指摘しているのである。つまり、人災であっ

たⅢ!)。まさにこれは東京の木造Ｉ１ｉ宅密集l{11域にＩＴＩ１Ｉ１：する人々にもあてはまるものである。しかし、

阪神・淡li1h人震災の場合、幟1Ｉｌｌｉ背の死|ＡＩは'１１ﾙ|〔人鰹災のそれと|ﾘlらかに異なるいくつかの特徴があ

ったと神戸入学の調査チームは報告している。それは高ｌＩｉ６者が多かったことと、関東大震災に比べ

て焼死の11;'１合が少なく、窒息など１Ｊﾐ迫による柵ｌｌｉが多かったことである。これは家屋の倒壊が犠牲

者を贈やし、また地震充とkが米lﾘlであったために多くが就寝''１であったためであると推測できると

いう'鋤。これはⅡ１京の木造住宅特i集地域でも十分考えられるところである。しかし、地震発生の時

刻によっては関＃〔大震災時の被害が再Lilされるおそれもあり、こオ[らのことは震災時の被害をでき

るだけ少なくするには、つまり人災を避けるには、なるべくlilい'I剃りlに同地域を改iLi・整Illiしなけ

ればならないということにほかならない。それはそれらの地域にｌ１ｉ１(Iiする人々の編ill:を守り、環境

を改善することに直結するばかりか、来京を宏全な都TlTにつくり替え、またそのことを通じて|玉|際

祁市ＴＯＫＹＯを世界にアピールできることになるのである。

2、土地所有権意識と都市改造

木造住宅密集地区整備事業遅延の理由

これまでしるしてきているように、木造Ⅱ;宅裕jli地区を改葬するための盤I111i二)｢業はいずれ東京を

襲うであろう大｣{Il震にはⅡ'１に合いそうもない。盤IlIi事業が遅々として進まないでいるのには様々な

１１１[１１がある。それは事業担当者のヒアリング、あるいはLillUを洲在したところでは人きく分けて三

13）［|本住宅会議編『住宅白譜１９９６ｲ'１版一|坂iIlI・淡路人震災とすまい』（ドメス'1}版，１９９６ｲ'2）３０ｐ以~卜と

３１２１)以1〈の登料。

14）１７リ||和ｿ）『lIIIl：福１１１J（岩波i1$li1i、１９９７ｲ'１）１８１)以卜

15）」t1I1i:易リム「地震と人身披十ｉｆ」（ｉＩＩＵ－Ｔ大学漉災(ﾘﾄ究会編『大震災のI()(）「|』’111戸新ｌｌｌ１総合１１１版センター、１９９５

年）491)以下
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つにまとめられそうである。一つは予算:が少ないこと、二番'二|に上地利)'1状況がかなり込み入って

いること、三つめ目に二瀞'三|のll1111と樒接につながっているが地椛者の二'2111所有権意識である。

まず予算について見てみよう。木造住宅癖集地区嬢IIli事業は現〈ｌｉ、事業三１２体はlXTlTで、それに対

し、東京都は事業ﾈililIﾉﾉというかたちで予算を支ＩＩＬている。同地域盤I1li促進事業については事業費

の２分の1が補助される。これをもとに事業÷1ﾐ体は建て替えを要する建築物を良質の賃貸(ii宅に建

て替えるために、建て替えに要するY1f1l1の一部助成を行うとともに、老朽建築物の除去費川、その

敷地の取得、道li1h、公園等の公共施設の整llliを行う。さらに皿点地区に対するlyj災対策事業につい

ては上記２分の１のﾈIli肋にjⅡえて共|可建て稗え要件緩ﾄﾞ||物件に対し３分の1の補助を行うというも

のである。

東京都のその予算は1999年度が３１億230()万''１，２()()0ｲli度が27億38()０万''１であった。かりに

同額を事業主体が支Ⅱ)するとしても、総額は60億|']前後にすぎないわけである。あらためてこの

事業の対象要件を砿認しておくと、－．般lllりな整Illi促進zl1:業においてはl0ha以-ｔ、政点地区の防災

対策事業においては５ｈａ以｣二である。それが同時平行|`Iﾘに（表ｌ）で示されているように区部で

66力地域で、うち２５の承ﾉilX地区で事業が行われているのである。かりに計60億円をそれらの地域

に配分したとしたら、どういうことになるのか、llu域の改善が終わるのに前述しているように膨大

な年月を要することになるわけである。

力Ⅱえて、この事業においては建て替えを行う住宅所ｲ丁者も費用の負担を求められている。しかし、

前述しているように所有者、入)i'十者ともにil91iili6化が進んでおり、建て替えによって家賃が高くなる

結采、入居者がいなくなることを警戒している。そもそも金銭的に余裕のない多くの所有者が建て

替えの賀)'１負lLlにユの足をll1IIiむlliIi采、建物の更新が行われず劣悪・老朽建物が贈えていって、既存

不適格・違法建築物が集程Ｌたのが、この木造住宅密集地区である。公的賛)'１も少ない、建物Ⅳ『何

者も賀)'1をⅡ)したがらない、その金銭|'DHI![|IがIF〔なり合って事業の進捗を遅らせているといってい

いだろう（ちなみに東京都住宅局の1999ｲｌｉ度予算は総額2393億9500万円、2000ｲﾄﾞ度は2066億

7800万'１]・木造住宅栴集地区終I111iに投じられるのはそのうちの99ｲ１１度、００年度とも０．０１３％に

すぎない。これに対し都営住宅建設には99ｲ'１度794億82()()刀円、（)0年度７１３億6100万}'１が投じら

れている。そのほかWll営ｲﾆiﾐ宅にはDlUi(部住宅供給公社に委託している都営住宅管Hl1、委託の事業費

が各年度400億'１前後のＷ|]がかけられている。部民のWin(||:と環境を改善する観点からは、これら

の費用配分が見直されてしかるべきであろう)。

二'二地利111について見てみると、これら｣(U域の特徴はｲ〈側ill1llに走る細街路に接した狭小敷地に建つ

狭小建物が密ilLているということである。ｉｌＴｒ以来の|'lmiみが今'三|まで洲存されてきた地域もあ

れば、かつての'1Ⅱ蘭|の農道沿いに''１Ｊｉ１Ｉ)iみが１１４|ﾙＩして今｢ｌに至っている地域もある。
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述築基]ii(i法では、建築物は４１]]以１２のjii[１１１%に2111以｣二接しているlMUuにlllLてられなければならな

いとルJ定している。１９５０ｲＩｉに同法が施行されたときにすでにＩＩＬ物が処っている道路として供１１'さ

れていたものにかぎって、道ll1hllImiが４１]]/killIIiであっても法４２条によって特例（２１rＩ道路）が認

められ、以降建物史新のときにセットバックして4,,,の'幅員をＩｉＷｉ保すべきとのｌｌｆ世がとらｵ1たが、

W:1島区街づくり公社のⅡ''''6'ﾘ１７氏らのすぐｵ'た洲杏によると''i)、実際にはすべての細街路が２項道

１１１＃に指定はされておらず、今|」においても法''１０にはjlI1i認定の狭lliiなiiiIl16が存ｲｌＬており、建て僻え

にあたって前面道路の確定ができないために法のIiil1認行為がｌＭＩｉなケースが少なくなく、これが建

物の史新を妨げ、地域として老ｲﾉjlUL物を雌｛ｌＩｉさせているという。また、それが処築Wii認のない述法

述築（建築IiW:認をとらないで建て株えを行う）をも地域に温(|；させることになっている。

ちなみに新宿区人久保の密集｣'11域について、住宅ｌｌｌＨ河ｌｌＩ（をもとにした1967ｲ１１から９２年にかけて

のｔ｣Ｍｌｌ１ｌｌの変化を見ると（図３）、地域|ﾉ､|の１１１火を走る２本の道1116,11LiI1llの真ん１１]にある道i18が

法で定められている道111%で、ほかは２｣rｉないし無認定の過'1＃であり、６７ｲ'１当時にあった建物の約

（図３）木賃密集地区の土地利用変化（新宿区大久保）

1967年 1992年

蟻
－１|＿

二t]l」ＣＦｇ
Ｔ￣、「-つ

二iＥ１ｌ

。と。

’
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’H｣EEjEiLFIlFLii＝
67年時点に存在した木賃アパート

形や名称が変化した木賃アパート

67年以降に新設されたアパート・マンション

ＩｌＩ１ﾘi：『来〕i(部住宅白評1992ｲ１２版』

ロ
ロ
ロ

[三コ６７年時点の木賃アパート

資料：６７年、９２年住宅地図帳により作成

I(i）lll岫|ﾘｌｒ・１１１村一樹「火〃(区ｌｌｉｌｌにおけるi<lllil1Iil6蝿I111iに|兇|わる洲u躯の｣),Ｉ状と,Ｍ１咽」（平成９ｲｌｉ度都TlT計画

Iiiii又ilミ『ⅢlIIIHilIilT計画』３２>十、’1631)以|〈)、｜Ｉｉｌ「束〕i(231ｘの細緋iIiIh盤ＩｌＩＩｉとまちづく|)一梧集TIj街地の修復を

’１''１０とした細けi路整備のあＩ）ノノについて」（Ⅱ〔】(Ⅲ１０K人学都i1iIU1先ル「『総合都Tli(Ⅲ}先』６５)ﾅ、１９９８ｲＩｉ、

１０７１)以下)。

－１５－



｣[見代Wilill川究節２月（2()()2.3）

８割が92年までに建て勝えられているが、その多くが)|ｼや名称を替えた木造賃貸共同住宅への転

換で、しかも、1111図を見ると２項ないし無認可の道路に、iしたものである'7)。接道条件にかかわら

ず、建て替え懲欲のある建物所ｲ丁者は述法建築を進め、怠欲と資金のない建物所ｲ]｢者は建物の老朽

化、劣悪化が進むのにまかせているという状況が浮かび｣1がってくる。

こけU｣所有樅について見てみると、これら密集地域では椛利関係が複雑化していることは棚iiiに前

述している。木造住宅幡集地域終IiIi事業では、前述しているように二'二地の交換分合や土地区iull整剛

事業の手法を使って建て替えや道111%、公lililの盤IlIi弊を進めることになっている。未接道で建て替え

ができない毛jlllや２項道路をセットバックさせると建築蚊lulとならない狭小敷地が集ＩＩＬていると

ころについては、建築ＷＩ上法86条（１９９２(|弓改Ｊ１ﾐ）による一'１１地認定を受けることによりこ[:区を分

けて建て替えが進められるなどのl普世もとられる。しかし、それらはいずれも土地所有者、借地椛

者なとの|司意を前提としている。それらの権利|川系が複雑なわけである。

ここはまた上地が細|分化しているうえに、二[i｣'1と建物のnlli所有椛者、」:地だけ建物だけの所有椛

者、二'二地の借地権者、建物の(|｣r家椛fJf、部屋を１１｣『りている(片家椛行とさまざまな椛利者が多数存任

している。さらに)|Ⅱ続等による不任椛利二,ｌｆも存{|皇する。それら椛利者のうち最終''１９には土地所有椛

者、（|｣r地権者の同意があればzlW業に着三Fできる（|片家椛行の|可意を得るのがなかなか困難であるに

しても）が、上地の交換分合、二'二地|天mIi終111ﾆﾙ:柴はともにlilM1所ｲ『ないしＷ{llしている｣二地の形状

変更を伴うことになる。ところが、それは単に位世が変災される、形が変わるといった程度ならと

もかく、減歩が伴うことが最人のネックとなって、それら最終''１９椛利者の同意が得られないケース

が多いのである。道''1什拡'幅、あるいは公lilil整I111iなど公共施設11]｣ｕとして所有地の一定割合W'1分を提

供することが'771意の前提となっているのが、なかなかlTi｢l葱を得られないＭＩＩになっていると、東京

都I1i宅局の担当者は説|ﾘ)している'剛。つまり「｣二ｊｌｌｌ」という「11Ｍ:」が減るのに抵抗して同意しな

い椛利者が多いということである。

ｌｒ１上)j｢：（Lill工'二上交〕Ⅲ省）が2000年１１１に実施した「二|Ⅲ問題に関する'五|民の意識調脊』による

と'('１，上｣Ulの資産としての有利Ｗｌｉの意識に関して「土地は預貯金や株式などに比べて有利な資産で

ある」というＩＨ１いに「そう),LAう」と１１W稗したのが３８．９％存在しているのが判lﾘＩしている。いわ

ゆるバブルル|壊後、地''11iは下淋を続けているのであるが、なお資旅として預貯金や株式より有利だ

と考えてる屑が多いのである（ちなみに93年の洲杳では６１．８％)。土｣'11を有利な資産であると考

える１１１油は、４２．４％が「二l:地は物l1I1l'19に減りＬない」からだと裸えている。次は「｣二地を保有

『卯I京都住宅白書』１９９８ｲ|：版。

来京祁住宅局住環境l贈ＩＩＩｉ課のヒアリングによる。

lLlt庁『二tjIIlF1書」２()００年版、３６，以ド。

１
１
１

７
８
９

１
１
１
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１１１１心iリノ|;の死角

していると、融資を受ける|際にイ『利」「lIIlIllilWiFのリスクは|iiiめて小さい」と続いている。したが

って二l:地・建物をiilii方ともＩﾘTイルたいと吟える人々がなお８３．４％存([している。

土地は登産として有利で、しかも滅失するものでない。こオ{はなお二１２｣luiIlI話が樅き続けているこ

とを示している。このｽﾞ:ii:識が｜:｣Ulの交換分合、’八lilil卿1l1zll2業による救地の1i),jl(歩を伴う二)『業に対する

同意をためらわせているとｈＬるのが妥当であろう。来京部住宅１局)によｵlば201、そのために例えば'|Ｆ１

員31,の２項jii[路を４１，に肱''1iiiするのに、｜TMXを求めるIUllと求められるＩｌ１ｌｌとの「iTliiI1ll50cmの攻lyj」

が雁ＩＨｌされることになるというのである。それでもなかなかliilXiji:がえられない。したがって事業の

進捗はますます遅れることにならざるをえない。

土地所有権と都市改造

しかし、｜辰り返ってみｵlば、わが'正|における都ilj改造はつねにlAI1折してきており、中でも関東大

震災の復ﾙU計Imiと戦後の戦災復liu事業はまさに二|:｣Ⅲﾘ｢有背の私椛の前にその意図をllllまれた歴史で

あったとｈしることができるのである。

わが|工|の近代化の過Ｉ1,1で初めて行わｵ[た大がかりなlfllTlT改造は、１Ｋ戸から来〕;(へ脱皮するために

進められた来京ili区改ＴＩｉ事推によるものであるが、これはlillili改造といえば都Tl丁改jiliであるが、む

しろ都TljuL設の範I篇に入れたほうがいいかもillｵlない。文字〕Ⅲり、MlTl1を改造する意|叉|を持って行

われたⅢ|i政jili事業の第一)~)は、１９２３ｲ１１９）ｌｌｌｌに,起きた'１１北'て人震災の復興計imiといっていいだ

ろう。広く知られるようにこの復興計imiは後藤)Wi平がつくった。｜側|j’'1人震災そのものについてはこ

こでは触ｵ1ない。１９２()ｲ|ﾐから，|〔京Tli長を務めていた後藤は震災ilL〔後、’11本権兵衛|ﾉﾘ閣の内ｲ||に就

(［し､雌｣二と化した来京の煙りuを'１１ﾘu:政府の1(蝉のもとにナシミ｣ナル・レベルで行おうと意図して、

その計UIliを立案した。

後藤はlTlくも９）１６１]の|Ⅲ誠に、復興の貢(｢:÷行たる彼|＝|身の抱(1をしるした「帝Iill復興ノ識」と

それに卜l随する復興の｣,L本|'ﾙな考え方とその|ﾉﾘ容を私案として提}')している。その骨子は、（ア）

復興の計lIlliとＷｌｌ行にあたる独立の機'111とともにjfi州'1複Ｉ岨l1miilIlil行会を設置する、（イ）復興に要す

る賛１１１は|玉lYIfをもって充て、その'1ｲ源は踵lUlの|人l外価によることにする、（１１ﾉ）椛災地域の二|:l{11は

公債を発行して買収し、」伽のil剛1をしたうえで、必要に応じて公平に売却またはPi付る、という

ものであった。後藤がここでとくに認めさせたかったのは、私案の''１の（イ）でしるされているY'ｉ

１ｌ１を総額l()億}｢|とすること、（ウ）で述べている二|:jlllの公ｲ｢化をめざした、いわゆる「焼Ｌ<Ｍ|燗

上げ案」を復興の基礎とすることであった。後藤はj,|〔京TlTl量llJi代の１９２１年に「人11Ｍ敷」と評さ

れた総額８億}'1にのぼる「来京ilj政嬰綱」を発表して、列強のｉｔ１部に肩を並べられるように来京を

20）Ｊ１Ｉ〃(hllⅡ；宅)向)(i;環境終'1Ｍ(のヒアリング。
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改造しようとしていたが、Ｙ』け１１の点で暗礁に躯り上げていた。後藤は震災で来京が焦土と化したの

を都TIT改造の新たな構想を雁|刑する機会ととらえ、そのような私案を抱いたわけである。

それらの私案のうち（ア）（イ）は認められたが、（ウ）は保閉になる。（ア）の独立の機関とし

ては帝都復興院が発足し、後藤が総ﾉ蝋に就任する。しかし、（イ）の賀)１１のほうは、その後の政府

案をまとめる段階で７億20()万１１１にljli瓶され、さらに新設された市部復興審議会、帝'五|議会の審議

過程で反対にあい４億6800万'１１にまでｊｊｌｉらされてしまう。

ⅡⅡ題は「焼三上全邦貨｣1げ案」である。これこそ後藤の復1M↓計画の根幹をなすものであったからで

ある。焦二上をすべて公ｲ丁化すれば、まったく新しいlillilT計I1hiを)腱|＃lできることになるからにほかな

らない。｜#|識で保fYIになった同案は、後藤の箔'111を受けたＣ・Ａ・ビアードの意見を取り入れて、

二k地区両繋Hl1ZlT業によって公共)Ⅱ｣11収得の手法とすることになり、内|川参与会、帝都復興評議会、

同審識会に相次いで諮られるが、市部復UiU院、評錨会の段階で否定され、やっと「一割無償提供」

の区ilhi盤ILl1方針が決まるのである。しかし、術議会に人ってこの案も、枢楕顧'''''百ｲﾉﾄ束LL代治を''’

心とした地主階級を代表した貴族院議員の狐反対に適うことになるのである。

｛Ｊ１束自身、銀座の大地主（現ｲ１１の銀座の文具lili「(J1DlI屋」の創始者）であり２１i、彼は政友会に屑

する地主|＃!；級を代弁して、私有!'ｲ産を認めている憲法の粘ｉｌｌ１からいって無償提供は認められないこ

と、さらにlXil1li整111の二l:地|(11i償費も安すぎることを'''心に満iliiを展Ｉ)H、後藤の復興計i画業に反対し

た。復興調査協会『帝都復Ii1史』第一巻には(〕１束の言雌として「いやしくも否々は憲法-tの所有椎

不可侵に就ても考慮の止徐ろにその適策をi＃ずべきものなるを信ずる……」という言葉が紹介

(1841）以下）されている。さらに伊來は後藤案の街１１%''1Fi貝を縮小したり運河計illjiをi1ill除する、土地

区画轄理計画案を人'幅に修jlLた、いわば後藤案をまったく否定した'二|案を押し〕、し、これを認め

させてしまう221。これはつまり計画を、｜÷１分の）前みを伴わない、復||｣牌度のものにしようというわ

けで、伊東らのここｊｌｕはこのようにしてiIil存されることになるわけである。

こうして動き'1}し、紡川36()()haの土lU区Ulli終jU1事業、52111%線、延べｌｌ４ｋｌｎの幹線逆路、人小

55カ所の公園などを盤1111iした溌災復興rillⅢiについて「束ﾌﾅ(の１１]心部のmil=|は一新した」との評ＩｌＩｉ

も部Tli計Ⅲi家の｢'１にはあるが2:')、それは－．部の幹線道路の肱''１冊iなどのみを兇た指摘であり、結局大

部分の裏皿りは元のままのTlT街lluと復してしまったのは（図４）に見る通りである。後藤の震災後

21）柴['１徳術『現代都TIT論』（ｲ丁斐ＩＷｌ、l980jli）によると、Pll時の二l:地合１帳で計算してみると、イノ1束は銀座５「

「|に408坪、麹lll｢水Ｉｌ１ｌｌｌ「［「[lに６２()坪（６筆）のＩ:1111を有していたとしている（’''1P)。

22）福lill峻治『東京の復興計IIji-部TlTlⅡ|発行政の柵lli」（'三|本iiiili論i(|:、１９９１ｲ|主）ｌｌ５ｐ以下に詳しい。ちなみに'同｜

書は震災復興計Ⅲiの艸折i雌ｉｌを論述したﾂﾉ作である。｜硯$をもとに外llil秀俊『地震と社会（下)』（みすず書

房、１９９Ｍﾐ）は、震災復Ｍ１|「業を版illl・淡路大震災のそれとを対比させながら、政治に翻弄された都TIT計

lImiの結末を、さらに'両|様の絲過をたどる東京の戦災復興計Ⅱiについて狐'二1の考察を試みている。

23）鈴ｲ<信太郎『lillTIjfilmiの潮流一来京・ロンドン・パリ・ニューヨーク』（|I｣海堂、１９９３年）１８７１）
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lilhL､ｉｌｉＬｌｉの死/(’

ﾘ１１計iIl1iによる都TII改造の'三|荊兄は、－．W'1常桁1111三1皇lIV級の」:地所ｲI樅の主ﾘl(のliiに人'|WTI後退を余儀な

くされるのである。

この震災復興計両が一高附裕jUi;lWIi級という「名」のある人々の反対により柵)札た例とすれば、

戦後の戦災復興計画はDII京という入部iliの''１に何ﾉﾉ何十〃と/ﾉｲｌｉする「ｊｌＭ,」の人衆｣二地所ｲ丁椛背

の低})tによって、計､１１が大IlWii縮小し、那心'''心部を除いてはほとんど戦|iiiと変わらない街並みをiIl

Dlしてしまった例といっていいだろう。

〕lUi(の戦災復興都TlT計両は1946ｲliに発表された。それは都の当||州liliril1mi洲長石)||栄糀らが''’

心になってまとめたもので、戦災部TlTとして|Hだされた東京区('1の部Tlirillmではあったが、４０～

5()klll圏に術星部市、さらにその外I1llに外郭WllTljを想定して、そｵlらに/l()()〃人の人口を収容し、

|幻111の人'二|を３５()万人に１１１１さえて、そこに緑と光あふれる都TIiをつくろうとした。石)||は「それは

膨大な960〃坪の空地を与えることにより、部民に太UMiと空気をﾉﾉええんえんI50kllIの長大なる

『緑地と公|刺』によって変化多くして尽きるzl｢なき慰楽をあたえるzliになる。又、此れによって分

１１;||された部TIiは、初めて柿ﾋﾋ地｢IりなｋｌＩ化形式から近隣iii位的なi[常1｢Ⅲ}｛１２形式に還さオlる」と『復興

`li1i報」５)十（１９４６年４)－１）に課いていた2'１。そうした都ＴＩ｢をつくる||Ⅲlが区部を取り巻く緑川Ｉｌｒ

とTli街地の区IIlii終11Mにあったわけである。

すなわち|両|計1111iは、土jUl利)Ⅱについては戦前・戦''１の環状空川＃をそのままり|継ぎ25)、それを拡

大したかたちで取り巻いている。この」:１Ｍ|川計miはほとんどそのまま特))|Hfllilj計iUli法第３条の緑

地地域として指定され、そのmi1iはｌノj8933ha、区部irIi杭の３３．９％にあたる広さであった。ま

た計iilli決定された幹線道路はIIWii且１０()ｌｌｌのjii[路７本を含む広'''１ii貝道1''；が放りl状に広がる大計画で、

さらに空哩による焼失、i積ｌノア623()h〔lを_上ｌｎｌる１万haが区Ⅲi盤HI1|入城とされた。

しかし、この計画は市街lUl、郊外をlHlわず、ここjUl所有背にとっては寝11に/|<で、強い抵抗が都全

域に広がることになる。Ｔｌｉ街jllの区ilmi終1111については、震災復興のときもＩＨＩ題になった無償減歩が

１０％から１５％に拡大されたことに反発が広がり、また緑｣賑|仙iについては、これに脂定されると

低密度ではあるものの建築IIill限がかけられることになっており、双ﾉﾉから1Ｗ[樅の侵害であるとの

声が''１１i山するのである。

束Willのj1Iililﾕ興氏が当時の束ＪＭｌｕｌｌｌ〃lillTli計1111i柵議会の模様をしるしているがZIj)、同計画案は川

途地域、街路計ｉ１１ｌＩなど事務当励段llMfで変更につぐ変Luを余儀なくされ、それらの人'''１１１変更を検討す

るために１９５０ｲ|ﾐｌｌＨ２７１」に|)卜ⅡiMされた|同l桝縦会においてさえ、「１'11LMLi没月艮の(I:にあった石)|’

24)イilll栄)Wl1「帝fill復興計imiに於ける緑llll(l1illi」（『lillTlj計lIlli』１８２ﾄﾅ、１９９３ｲ|：「特jlﾐｲｉ１ｌｌ栄)１Ｍ主誕l()０イ'二記念汁)、

2281)以1〈、初11}は『復興I11i報』５)｝（|(ﾙ１６(Ｍ11)。

25）１９４３ｲ'1の「来京|〃空空地および空l{11+llriil11ji｣。

2()）l1lllij:脚「ｲ１１||栄耀の(l:事（ii11(災復U1U計1111i)」（MOrhllil1i計illIi』イニi1l|/|(弧iiiU念ﾄﾅ）931)以1く゜
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(図４）震災復興計画による区画整理事業の前と後

IXI形硯屈優，'四囚旭九鮒

篝 l陽,璽勺秘

#iml1miWlMiIilli鎌;iiM鐘

篝illiJiil1M蕊

鰯Z;/駆遭鰯緊JZii臼震;jiKHflipi涜1１

蕊蕊蕊iま

biiii11ii霧iiiiiliiiiiiliiiihx夢 恩震災nlL輿区画整理事業第９区(昭和２年）幅

員44ｍの昭和通lﾉと幅員36ｍの鏑国通Iﾉが交

差している上、鉄道敷地もあって減歩率が大

きい(ﾘﾘ。黒く塗ってある部分が滅歩で生み出

され'二道路用地。２本の鯰線道路以外はほぼ

そのままの復旧である。図の左側にある枠は，

一部地Ili者の代替地とした本所区の土地。都

市計画法で区画整理のlＩ的とされていた宅地

重視の姿勢より公共基盤の確保が優先されて

いることが分かる

鰯 鰯
謹鑿iIii蕊|霧１１１１

lll1ﾘ｢：『来京の都ＴＩ耐|仙il()()年』

は、このことにUM連して)i'il辺区をｊｌｌｌ雛とする祁識会議1iから手厳しい|雌l1llを受けることになる。そ

れぞれの地域変疋の'11〔'1i1iの取扱いに対する不公平感、それと緑llullll域として残されることへのｲ<安

感、それが委11の石川に対する不信へと拡がっていった」

「それに先立つ委員会辮議においてイニ｢川は、hlITliとしての機能を保持していくにはfillの人'二|を

7()()～8()０万人に抑ilillしたい。そのためにはなるべくⅡ;宅IUlの拡りｌｉを避けたい。HIl｣111(変史の|M〔'１１１iを

そのまま採り」1げることは、都ＴＩ｢計illil:｣剛に不都合なものだと応iIilllしていたのである。……~|・分

譲論が尽くせないままに)||途lll域変巫案を捌かざるを得なかったことは、石)'|にとって、１m』だｲ<本

意なものであったと想像される」

という有り様だったというのである。

そうした状況に､|lえ、１９４９ｲ'１からの緊縮Ⅱｲ政（ドッジライン）で、１１１京を含む全lrl各部Tljの復

興計illliのh1jlLIしが迫られるや、それまで｣Ｍ１;者の'1lb杭で事業が遅れていた来京都はいやおうなしに

計miの太,lWH縮小を行わざるをえなくなり、まず区imi終1111対象|Ｘ域が２刀I)〔lから500()ha弱にﾄﾞill減さ

－２０－
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れることになる。緑地計皿iも、おりから膿llll11W放により|膨大な数となった郊外二ｔ地所有者の抵抗で

ｲif',無実のものと化していき、ついには人|」11冬''１によるWllTlj化と高I堕成災の前にスプロールを力11速

するjjl脇になっていく。区1111i盤Hl1についていえば、二'１:業終「時の１９８３ｲ'三までに尖施されたのは結局

ｌ６５２ｈａにすぎなかった。そのＩｊｌＵＩＬは、ほぼ'''三ＭN、京浜來北線、総武線の駅前地区にかぎられ、

住宅ili街jUlにはノリ(ばなかった:灯)。

こｵlら#|lTlT改造事業に比べればⅡ,l検は小さいが、震災復興ＰＭ(iとほぼ平行して行われたものに、

1927ｲ'三（||｛(和２年）にIIiIl定されたイ〈良｣111区改良法による不良(1;宅｣U'五改良事業がある。これは|同｜

地区が部ilj1<層社会形成の大きな煙lklになっていることに対し、社会編Ｉ||:の観点から行われた先1ljlX

''１ﾘ事業といわれているが、公｣Ⅲ|体、公ＩＭＩ体に２分の１のIljlliliﾈIlil｣ﾉ｣を行うことにより、改善が進

められた。しかし、こちらの都ili改造のほうは、おりからiif需ｆｒ業にlfilけて集ll1した労働ﾌﾞﾉをあて

こんだ家三1ﾐによるF|打1ﾘ改良が進んで、ル(〕i(iI｢社会局の洲査によると、DlUi(Tlilﾉﾘに1926年に８７カ

所あった|ＴｌⅡlll区は、１９３７ｲＩｉには5()lUKがlili減ないし改良さオ{ていたという2脚)。また、何事業は来

京より人阪で見るべき成采を｜tげた。その－つのlll1lllはTljが多額の邪業(｣fを予＃'１i:化したからであっ

た。要するに家主あるいは計仙｢行のＩｉ１ｉｌｊｌｌ''１りなgl1業への参１１||が２'１:業の進捗を支えたわけである。この

｢Wiiｲl1i1fの二|「業への積極的な参り11」というのは、後段のために記憶にとどめておいてほしいキーワ

ードである。

都市改造の成功例

戦後の1,|〔京でも部分的な都TIT改造が成り)した例がかなりあるのはいうまでもない。民間による港

区のアークヒルズはその例の一つであるが、もともと住宅樒喋地だったので、反対のここ地所有者も

いて、このiI柵発は時|Ｍ１がかかったが、（ｉ１よりも三|「業者の熱意が新しい街をつくった。しかし、こ

れは民Ⅱ'1によるものなので、ここでは公l(19計lmiによって人規棋i'71)}lｿlfiを行い、）〕１６功した例を紹介し

ておこう。

それは(1ﾐﾆ[腿ｲﾋﾟ地区におけるiIilⅢ１発による公｢1ﾘIE1；宅'てⅡ｣lUのＩＩＬ設・供給二)｢業であり、それらの多く

は｛三1ｉ宅と()i:せて必要となる各椰の化活'1M述施設を－･定のllljj或''1りまとまりをもって幣I111iしてきていて

いる。つまり、それらの住宅供給はＩＺ１ｉ宅の１１１１((条件などの'|ﾘﾐ能を最人'1NにIili{保する刀lrT1で幣備が進

められてきたのみならず、’11地|人|の1詰外環境も高/|<準で、さらにiiiに|Ｊ１｣山|ﾉ､|だけでなく周辺につい

ても一定のﾙﾐ活基盤・都Tl1jiL盤擦I1lliを行ってきているのである。すなわち公''１９(ii宅lil地がilJ開発に

よる都ＴＩj形成の過程で、その空lIll1Liｲ『の結来として、地域の社会溢水糖I111iに大きな役割を果たして

ＤＩＤ;〔#Mll市計imi局『東京のhllTIjril11Ilil()(）イ'1』（'989イド）501）以卜。

I:記『来〕;(の都TIT計l111ilOOイド』３()I）、本llll義人『|人1妨右住宅政莱の教rilll』（iill茶ノ水了1$房、1989年）に桶i(||：

と塊境の観点から進めらｵ1た内獅1ﾉﾃﾞ｢のhllilT・(]i宅政鞭としてｲ〈良化宅地'八改良リド業について詳述している。

２７）

２８）

－２１－



現代隔祉(ﾘﾄ先ガリ２ﾄナ（20()2.3）

きていて、これこそ編祉と環境の観点から凡て、大部Tl1における都市改造のモデルと見てしかるべ

き例といえる。

その一つの例は江來区におけるTlJlﾙ1発による公''１９住宅|)M発で、それは三kに工場等Ilill限法により転

出した工場の移転跡地を利)Ⅱして進められ、1960ｲ'三代後半から８０ｲ|ﾐ代にかけて行われた。１ｈａ以

_上のiljlⅢ１発だけで48件を数え、そのうち２３件が公的(iﾐ宅|Ⅱ|｣Ｕ（表３）であり、そのほか防災拠ﾉﾊ(、

学校などの公共施設のほか、民llUマンションも建設されたが、団地規模、而績からいって'''心が公

的|J1地であるのは別表でわかる〕、りである。ｌ[束区はこれらの両|)Ⅱ発に対して「開発行為及び'１１高

層建築物の建設等に関する指導嬰綱」などをIIill定して近隣の(i5i集ＴＩ『街地にもTIM１発の効果が及ぶよ

うに枠をはめ、東京都、’三|本住宅公｢1１（当||（!i）もそれぞれ｢'三1曵的に要綱、｜ｘとの了解事項をまとめ

て、再開発にあたった。

その結果、それら４８の|)Ⅱ発行為が完了した時点において、区mliIiの40％になる約l56haに公的

住宅|ill地が建設され、計４万戸近い住宅が1M；保されたほか、それに伴い、それまで区民一人あたり

０．５平方ｍに満たなかった公|ﾎﾟ|・)玄場などのオープンスペースが４平方Ｉｎに増え、それが不燃

化率を高め、｜司時に防災機能を充実させることになったことが|ﾘＩらかになっている。生活道路・通

路も従前に増して｛illii保された。

これらの再|Ⅲ１発によってつくられた関連公共施設は小学校１５校（１４．７ｈａ)、中学校３校

(３．４ｈａ)、幼稚|斎ll31iIil（２．１ｈａ)、ｈ(育所28園（３．８ｈａ)、児童鮒７Iｉｌｉ（０．４ｈａ)、〕ii路

９（２．３ｈａ)、公朧'43カ所（５．４ｈａ）などとなっている２１１１．こうした住宅'11地と、それに関連

した社会資本盤ｌ１Ｍｉにより、かつては(に[温〈|ﾐの]洲illTlTと見られてきたi1束区は現ｲli、東京都特別

区の中でも水準の高い住宅都TITに変貌を遂げているのである。

これは都市改造によって部Tljにおける福｜||:と環境を改善したlM11l'1りな例であるが、ここには様々

な幸運がⅢなったことが兄られる゜fillTIj集''１に対して'五lのｲﾆiﾐ宅建設計画が公的住宅の拡充を掲げて

いたこと、力[|えて高度成及時代で住宅投資にlrilけられる公的資金がilW(だったこと、工場が制限法

や公害蜆Ilillを嫌って移転を促進していて、その11】lillll利)Ⅱが可能だったことなどであるが、二ｔ地利)|］

という視点から見れば､工場跡地がその1M模のわりに所ｲ]｢権がiii純であっことが挙げられるだろう。

(表３）で見るように、それはだいたい移岻企業のmnLTによるもので、ZlT業者はまとめて一括買収

することができた。このようにmT有椛がiii純だと、事業|)M始までの時'111が短縮され、計画者のWMi想

通りに事業を雁|)Mしうるわけである。木造(]：宅柑集地域においても、そのように椛利関係が単純で

あるならば、資金はともかく、１１:業遅延のり;(因をかなり短縮することが可能になるかも知れない。

29）本間義人『現代部Tl｢(li宅政策』（二省堂、1983ｲＩｉ）2771)以1〈に排＃'１１は報告している。
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(表４）１ｈａ以上移転用地一覧（1966～81）

年次|所在地｜面積(m2)｜移転企業名｜跡地利用 ＝り 可三Ｆ

大島9丁目’64,243|日東化学大島工場 |防災拠点 彊戸９丁目Ｉ１０６００（

1966

年
大島4丁目｜

亀戸2丁目’
87,2071曰曹製鋼大島工場
43,000ｌ日清紡績亀戸工場

公団住宅（2,514戸）

〃（1,426戸）

｡雛
33000|日立金属 |窯鴇f胴譽）

亀戸9丁目’10,038|石井鉄工所 |少年野球場 |公団住宅(803戸）33,0001熊谷組

師
年

都営住宅（300戸） 大島３丁目’21,0501日本ロール東京鋼鉄｜都立高校塩浜２丁目’14,1001束京へリポート
７６

年
新砂3丁目’’8.7121西製鋼北砂1丁目’23,8271川鉄鋼板 |再開発関連用地″（390戸）

東陽2丁目’12,302|伊藤鉄工所|公団住宅(3.170戸）
|都営住宅(1,487戸）

97,744|三菱製鋼大島第一工場

52,6141桜田機械

大島６丁目

東砂２丁目

|民間マンシ。ン(498戸）品
年
． |都営，公社住宅(552戸）亀戸９丁目’18,5801興国鋼線索

大島4丁目l2L9091日本製粉 |公社住宅(207戸）`中学校用地（約10,000,2）南砂5丁目’29,0831大林組東京製作所 （716戸）
″

巧
年

亀戸9丁目l1L3691日商岩井ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ場｜民間ﾏﾝｼ｡パ390戸）東陽４丁目’11,6391束京原木共同組合 江東区役所用地

北砂4丁目’’0,4841束京製騒 南砂3丁目’18.9111ＫＭｺﾞﾙﾌ練習場 ｜民間ﾏﾝｼ｡ン(498戸）都住宅供給公社（526戸）的
年

雪
一
一
」
□
三
ヘ
ー
ト
Ｓ
寄
途

東砂1丁目’’2.1431束邦ｼｰﾄﾌﾚｰﾑ｜都営住宅(200戸） 塩浜1丁目I14p981丸紅倉庫 |民間ﾏﾝｼ｡ソ(465戸）

|製7約66絆戸）〃（270戸）大島８丁目’13,600|川崎重工業 大島８丁目’12,3021大島製線跡７９

年
〔、、
△‐

ＬＡ.‘ 大島7丁目’121871昭和石渡瓦斯 公団住宅（520戸） 横河橋梁製作所
鹿島製作所資材置場
竹中工務店資材置場

民間マンション（840戸）

公共用地（約10,000,2）
東陽２丁目’４１，０６４

加
年 東陽4丁言’’1,4861大幽産業(資材置場） ｜都住宅供給公社(390戸）

新砂1丁目’30,299|松尾橋梁 |再開発関連用地
南砂1丁目’’0,0001共立機械

大鳥7丁言｜…i雲蒙輿蘆
|学校用地

|::三T獄刷司
|公団住宅(494戸）

塵巖議$雛>839戸）

帥
年11,8031中野短

163.9391汽車製造東京工場

北砂７丁目

南砂２丁目
71

企雇

南砂6丁冒ll0ooOol安藤建設 |都住宅供給公社(260戸）
|民間ﾏﾝｼ｡ソ('４１戸）
|民間ﾏﾝｼ｡ソ(386戸）

大島9丁目’15,338|冒本化学ｴ場 枝川３丁目

枝川１丁目

''’5121コンテックス

'0,000ｌ日商岩井倉庫

防災拠点 皿
唇
〒北砂５丁目’92,6751束京芝浦電気砂町工場

)蟻認hＩ編 亀戸9丁目’13,843|日立製作所 学校用地〃

’37,3681東芝モノフラックス

氾
年

大島8丁目’’3.600l細井化学
＝｢

旨Ｔ ’1,561,888都営住宅（120戸）

南砂１丁目’’4,6681新潟運輸 再開発関連用地

東砂7丁目’13.3881昭和製作所 民間マンシロン（313戸）

南砂6丁目’60,163|トピー工業東京製作所北工場|ﾚｼﾞｬｰ施設万
年 新砂3丁目’138,5181" 南工場|再開発関連用地

東砂7丁目’18,1281手塚興産 出所：本間『現代都市住宅政策』都営住宅（85戸）
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しかし、それはともかくこの一例は、木造I1i宅悔集地｣或整IlIi地域においてこそ、そこでの福祉と

環境を担ＩｊＬするうえで、これにならって早急に都ilT改造が進められなければならないことを示して

いるといっていいだろう。

３，市民的土地所有権と土地利用へ

土地所有権の変化

震災復興計画や戦災復》U計画が妨げられ、戦後の高度成長lUl以降の木造住宅栴集｣|u｣或整備事業の

進捗が遅れ、来京がもっとも都TlT改造をはからなければならない地｣或が劣悪な環境のまま取り残さ

れているII1山の一つに、当該地域の人々の二|:地所ｲ丁椛が樅たわっているのはＩｉｌｌｉｉかなようである。し

かし、その土地所有樅そのものは雌史119経過の'１１で大きく変わってきている。

かつて二１２地所有権は、（U,｜在でもそうだが）憲法第29条の「１Ｍ産椛は、これを侵してはならない」

とされ、またlL法第206条で「所有者ハ法令川IillllN内二於テ'二'11]二其所ｲ]｢物／使用、収益及上処分

ヲ為ス椛利ヲ行ス」とされてきた。ｌＭｉ節2()7条は「二|:｣'11/所有椎ハ法令ノIill限内二於テ其土｣{11ノ

上下二及フ」としており、これをもとに二l:ｊｌｌｌ１ﾘT行きIlfはその所ｲTlllを天空から地下まで、どのように

利)|]し、どのように売ってllWIfをあげても、原11''''１９に'二ｌｌｔｌとされてきた。つまり二I川所有椎は絶対

に侵してはならない権利（絶対''1ﾘ所有権）であって、仙１１］・収飛・処分のすべての領｣或においてrl

lllであるというわけで、絶対`ｌｌｌｉや|÷1111性をIli'|限し、土地所有椎をｲ11対的な所有樅として構成し、所

有樅より利)Ⅱのほうが優位に立つ英米法の|ｎ々とは基本的に｣ＩＩＬなっている。

しかし、憲法第29条の２項は「財雌椛の|ﾉ､l容は、公共のWii祉に適合するやうに、法律でこれを

定める」としていて、民法にある「法令ノIli'|限|人|」で|÷''1]な二'1｣{Ｍｌ１１１は、法『'１によりfli'１限されるこ

とがあるとし、都TITにおいてはＺ１ｉに#llTlT計ilW法がそのflill限を､|lえる法律と位世付けられている。し

かし、その制'114や現ＩＩｉ'１はできるだけ緩やかに行われてきており、近ｲ'二はlillliI緩ﾈ11の名のもとにより

緩やかに運ll1されてきた脈史がある。「緩やかに」ということは、ｉﾘT有椛の|÷lll1をできるだけ認め

ようということにほかならない。したがって木造Ii2宅補集jlu域幣IIli事業においても、区画i嬢I1M等に

よる土地所有のIli'|限は、三'1:業者に「1111iれ物」にでも触れるように扱われ、事業がなかなか進まない

大きなIl1ll]になってきた経緯があるのである。二|:｣U｣収111法によるllI1Uなども、多くの場合避けてき

た。

しかし、地IIlliが高|騰しつづけたバブル雄''１の1989ｲｌｉｌ２月に、その沈ilil}策の一つとして｣二地基本

法（全20条）が制定されて、若干様ｲ'1が変化しだしてきた。同法は二l:lIIlの基本理念について「止

地は、現在及び将来における|玉|民のための限られた貴Ｉｎな資川ｉｉであること、｜玉|民の諸活動にとって

－２４－
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不可欠の｣(盤であること、その利１１１が他の｣｣U』のﾄﾞ|Ⅱ１１と祷接な関係をｲｲするものであること、その

IllilIl1Iが主として人'二1及び産業のli)jlfil、二|:lIU利)||の動|､、社会資本の盤l111i状UIlその他の社会的経済｢１９

条件により変動するものであること等公｣この利害に関係する特性をイルていることにかんがみ、ここ

111については、公共の編ｉｌｌ:を優先さ･せるものとする」（館２条）と、あらためて」1地の公共性をlﾘI

記し、土luの利用と計画について［ljUlは、その所（[する地jjlliの|÷|然''１０、ｉ<l:会I'D、経済''19及び文化

的識条件に応じて適性に利111されるものとする。２」二｣(uは、過Ｉ１ｌｉかつ合l1l1｢１９な上地利lllをlXlるた

め策定された二12地利)１１に関する計mjiに従ってﾉlﾐ''１Ⅱされるものとする」（節３条）と、士地利川計ｍｉ

の優先`|ﾘﾐをlﾘllilii化した。ここで「公｣上のIViil(||:の優先」が三上1111利)Ⅱの原lll1であり、これは二'二地所有椛

よりも優先されるとり]らかにされたわけである。この基本法を受けるかたちで1992年には'二地所

ｲT樅に対する公的側AIlillを強化する〃|(11に|(ilいて、IllTlj荷l111ii法が人改Tl三されている。つまり、公共の

f'１のもとに部iITのＩｌｌ発・Ｗ１ｌ)'１発を促進すべく法の盤I1IIiがなされたといっていいだろう。こうして｣二

地所ｲ『椎について、お｣二のほうの意識１１賦換がなされる。ここで詳しい法|ﾘｷﾞ釈におよぶのは避けるが、

それはあらためていうまでもなく志１Ｍ;29条２１，を拡人していくノノlhlである:{('１。

だが、そのような基本法が施行されたにもかかわらず、例えば木造Ｉ１ｉ宅柑集llll域の整I1lli事業はな

かなか進まない。なぜだろうか。法におけるこ':地1ﾘT布椛観が変わったのに、ｔ地所ｲ丁者のそれが変

わらず戦前のまま、あるいは士１Ｍ;ﾉMiIlill定以前のままであるからだろうか。あい変わらずここ地を

iili大(,lli値の私有11ｲ産として「後生人''１:」にしているからだろうか。二LIl1liﾘTｲ1門の意識がなお絶対''１９

｣:｣|u所ｲT椛観のままでいるllJilrilは前記'１１１２斤の調査においても見られるところではあるが、別の1ｹiＬ

力があってもいいだろう。

あらためて来京における都市改造の経過を振り返ってみると、iiiM前から戦後ilLI後にかけての震災

復91計lmi、戦災復興計imi（これも|巡|の計lilliを受けて策定された）いずれもが''１央主導によるもので、

いわばお_|:の計画を－〃的に下におろしてｚＭ(iを行うＷ山をとった。近ｲﾄﾞ進められている木造住宅

密雌jlll域に対する終備Zl1:業も、］｢榮子に体である区、TlTが、前述しているように木造建物棟数率

7()％以｣二、老朽木造建物棟数率3()％以｣:、Ⅱi宅癖度haあたり５５｢｢、イ〈燃傾｣或率６０％未満の要Ⅱ：

にあたる地域全部を対象に二||:業''1識を行えば、束JIIi部i''二)Ｗ|｣1勅１，１ﾘにﾉk認してzlT業にあたることに

なっており、そこに地域(1:hLの意思を反'１１几させるシステムはｲｧｲ|Ｌない。ｉｌｉ式に|i三lXLに告知される

のは事業が決定してからで、こオlもいわばトップダウンである。

｜iil｣1m域の｣二地所有者にはT1iくからのｌ:｣U｣所ｲTWi轍識が残沖として根強く存(1：するにしても、実は

3()）｜川lﾘTｲ1樅については747Ⅲｿ,Z己「H１1行法のパラダイムとＩ:地｣&本松」（ﾉＭＭＳ人、パＩ嵐敬喜、原Ⅱ1純孝編

『'2地ｊＩＬ本法を読む』［１本経済iiliiiM：１９９()ｲｌｉ)、に)ﾘ『収、371）以卜。liil711）以卜の戒能皿厚「所有樅と公

jLIlli-基本法の所ｲj椛論等」を参巧。またT1rlll教授は原'11純孝編『'1ﾉ抑)IillTIT法lWMijlliと)j柵』（東京大ﾋﾞﾃﾞ：

｜Ⅱ版会、２()０１｛'二)所収3651)以1くの「Ⅱ'１１所ｲ｢樅の'三|水｢|ﾘ特質」においてもかねての]二ﾘRを詳しく腱閲してい
る。
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そうした事業の手法に対する疑いや反発があって、事業の執行になかなか|司意できないIIiがあると

見られるので、地下鉄Ⅲ〔池袋駅と|司新大塚駅に挟まれた束池袋４，５丁[|地｣或で任意の聞きIlYりを

行ったところ、聞き取りのすべてではないが、果たしてそう答える向きが多かった。さらに自己負

担の資金ｍｉについて、なかなか同意に踏み切れないでいることを表'ﾘ]する住民も存rILたことをし

るしておきたい。つまり一ﾌﾟﾉ的に「公共の編i(llJのために二'二地｢ﾘT有椛はＩｌｉＩ約されるという官治的１１１１

論の説得だけでは、住民は納得しないということである。このことはつまり、斗}:業すなわち二l:地利

111の変更について、事業主IlKの計画および手法がこれらの人々の｣二地所有椛観を利)１１優先に変えさ

せるインパクトに欠けていることを示す以外の何ものでもない。

おりから２００１４１二のin常|工|会でここ11m収Ⅱ|法の改j[ｉが成立し、公聴会の義務化などで事業の公益性

の認定手続きに時'''１をかける、ネIli償金の支払いなどの収川蛾決手続きは簡lllH化、迅速化をはかるこ

とが改正法には膳り込まれ、公共事業の返れに対する'五|の苛立ちがうかがえるが、しかし、こうい

う手法を重ねたところで、事業の遅れを１１脈決することにならないのはいうまでもない3')。では、ま

ず人々の土地所有椛観を変えるのに繋がり、例えばこの木造住宅地域整Illi斗}:業をより進めることに

通じる事業主体の説得内容、手法は考えられないだろうか。尖は、まさにここにこそ、今後の都Tlｊ

改造を含めた、区TITの都市計画マスタープランの成否もかかっているように思われるのである池)。

あるべき土地利用

「ゆたかな経済生活を営み、すぐれた文化を展|ﾙ'し、人１%]的に魅力ある社会を安定的に維持する

社会'419装置」を「社会''１９共〕、資本」という言梁を使って説|ﾘ]したのは宇沢j〕ﾑ又教授であるが}:{)、そ

れに倣えば、のぞましい｣且地利)Ⅱによって実現した都TIjとはまぎれもなく社会''１９共通資本であり、

それは所有のいかんにかかわらず「公的空'''1」といっていいだろう。それは純粋に「私ｉｎ空|A1」と

はいえない。所有''19には私''１９空'''1といえども、公的資本の投下を得て、その所有者のみならず不特

定多数の共)Ⅱ空間となっていて、人々の生活にとっては不可欠の空||iと化しているからである。そ

うした観点から見ると、木造住宅密集地域の場合、これまで空lll11'１９にはともすれば|』1鎖的な私的空

ＩｌＩｌであったところをいかに公'119空lIU化するための二Lllll利111計iIlllを樹てるかこそが問われているとい

える。それはおそらくここ地所有者のfillTIj改造への意欲をかりたてるものでなければならないはずで

ある。

その前提としてまずなされなければならないのは二tllu基本法を含めた従来の「公共性」の意味を

31）同法改『[について藤lI111i晴東北人教授は「二F続き改葬で一歩前進」と評Illi･Ｉj(科幸彦來工大教授は「環境ア

セス見直しが先」と、公共211F業の入り'二|を見直すことが必要と疑'''１を投げかけている（『朝'三|新ＩｌＩｌ』２００１ｲIユ
３)１３１三|付I|ﾘ|刊)。

32）区TljlllJ村の都Tl丁計画マスタープランはl992fliの都TlT計Im1法改ＴＥで創設されたもので、正式には「市'１１}村の

都Tl『計Ⅲiに関する基本'''9なﾉﾉ針」といっている。ｌｎ１ｲＩＨ以降、各地の'二1治体で策定が進んでいる。

33)〒沢弘又『社会''19共通査本』（岩波書１，!i、2000（'１）941〕以下。
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(図５）東池袋４．５丁目地区位置図
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転換することであろう。なぜなら、その「公共IlIli」は苫干前述しているように、いわば|)'1発ないし

iii開発する側にとって意味のあるものであり、される11ﾘにとっては現Ilillよりむしろ「強IIill」の意に

近いものだからである。そこからは住民に都Tl7改造への意欲が起きないばかりか、その意欲を住民

同士が共有しうるモチーフも生まれない。戒能皿厚教授も以卜のように指摘しているのである。

「(欧米等における）『建築の｢１m|の原11||的禁11:』という、都Tl丁における二|:地所有背・権利者が共

〕、に合意するルールは、それがiiiに厳ｲ名な法の＃iMli'|対象となる規範に蛾づくからというHl1ulだけで

維持されてきてのではない。それは、それ[１体が、一定の「公共性』を体現した観念として形成さ

れ、しかも部TITTh｢趾に共有される空ＩｌＩｌ１'1りな場の概念となって都TlT計画を事爽として先導してきたこ

とのゆえに、そのTE当`ＩＬｌｉが認められてきたもの、と言學えるのではあるまいか。これに対し、わが'玉｜

の部Tl｢においては、この様な『公共''１１」の場の共有の契機がほぼ完全に欠落している結果、『公共

性」はここではかえって、その都度、『創造」さｵlるほかないＩ１Ｖｉ造になっている。『jiL本法』の『公

共''11：』もその限りでは都Thにおける」1地の『高度利1Ⅱ」『ｲLj・効、通’'1ｉ利川」というキーワードによ

って、個々の地片ごとに『創造』されていくしくみになっていると言えようが、そこからは『公共

性』の分裂と、TlT民の連帯よりもその“分断”が帰結していくことになるのではあるまいか」３４)。

つまり、ここで'１１１われている公共性とは|Ⅱ１発、iIJlHl発する('1'１の「高度利１１１」「有効、適性利Izll」

34）前掲戒能論文911)以下。
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のためのものでなく、私''1<｣空|Ⅱ]をＴＩ｢Ｍｎ公的空'''1としての川||空'''１にl伽<換させるうえでの、いわば

TIjMIﾘ公共'|ﾉl：といったものなのである。Ｔｌ｢民''１９公''1ﾘ空ｌｌＩ１とはI1ilGそれぞれの福祉をlll促しえて、か

つ｛k環境としての環境を改善した絲呆としての､災害に対し安全な空'''１を指すのはいうまでもない。

それは私的共ｲ｢の共用空|||｝といってもよい。木造(Ｉ;宅栴集llll柵にあっては同地域における士地所ｲ『

背の二l:地所行椛観をそのようなﾉﾉ向に誘導することがまず必班なのであり、事業三1二体の区、TlTもそ

のように誘導していく責務を有しているといっていいだろう｡それは事業主ｲﾉﾄも地域の一員として、

二l川所有権者をはじめとする様々な椛利背とともに都Tljの二l2llllﾉIill)'1について共同の行Iﾘ)をとらなけ

ればならないという意味での責務であり、もちろん、その責務はl玉|家法体系下の都TIj計iuji法とか処

築｣i馳法などの法をを背蛾に椎ﾉﾉを行IllIする場合の|正|家事務としての責務ではなく、」'1域の編|(||:と

環境を改葬するオルガナイザーとしての役割としてのものであることはいうまでもない。地力分椛

の意味も実はここにあるといっていいのである。

つまり、二'2地利111に|兇|わる地域の様々な主('ｌＮが共同の行ﾘﾘ1をとることによって、柵祉と環境の改

韓というIlIil別の利益と効率が最大化していくｲｶﾞ造を、その二1ｔ体の一つである事業三k体が土地利Il1ril

iIlliWMi想のかたちで示し、iilf椛利者がそれに積Iilil'１９に参り||しうるシステムをつくる。これはいわば地

｣或のオルガナイザーによる新しいかたちの公l`19コントロール（公共性のこ}｛帳）といえるものであ

って、こうしたシステムがlIMi築されると「規IIillはIlill約でなく、部TIiという組織の'１１でlLl己実現を図

るいわば解放の手段となろう」としているのはWiiIl|祐一教授である35)。この指摘にある、士地利川

が「ＩＩｉ''約でなく解放の手段」になるというところがＩＥ要である。つまり、ここにこそ土地所ｲ『樅ｆｆ

のmTｲ『椛観を変えさせることができるポイントがあるからである。そうしたⅡＭⅡ'１計iIliiがつくら

れれば、おそらく木造(]i宅柑集地域の終I1lli事業の進捗ははかどることになる。

のぞましい二|地利１１]計ilIiは、」山城によってlI1ILなる。Ｍｌｉの二ljUl利)|Ｉ状＃il、諸椛利背の分布、裕集

度、細街路、不燃領域率などがそれぞれｿ&なり、またそれぞｵ1社会''１９、経済的、文化的、人ｌｌＩｌ''9活

動の諸条件やl{llj或的風二|:、伝統などがyILなるからにほかならない。それらを勘案して、それぞれの

地域がもっともふさわしい二|:地利Illrilmiが選択される．

住民発意の都市改造へ

しかし、岐近の状況で気になるのは束Ｊ１(#'1の動|(ilである。、|､;(都の震災復興検討委貝会（()}藤滋

委11艮）がまとめた束Ｊ１(直下型人地震後の都ilT改造の力lfilを示した「痕災復興グランドデザイン」

によると、震災直後にこの柵で述べている'11三Fj、りと環状７月鐵線に挟まれたﾉk造住宅裕集地域を緑

地帯として、震災復興のシンボルとする「緑のlnlll1ili」にするために、被災地の建築Ｉｌｉｌｌ限を強め、二|：

35）大谷幸夫編『IilliI｢にとって二|:lUlとは(｢ﾘか』（１）WiI｝)ﾉﾉ、１９８８ｲ|:））ﾘi収２１９１)以1〈のWillll材i-.「提言問'111への

彩糾ｉの大きい||}１発は許T1IIlillに｣。
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地収111を行って、新たな土地区画蜷川事業を行うことを提案しているのである。これを受けて東京

都はこの上地lXiIlIi轤]UIPll「業、TlT街地TIjljll発亘１１:業に必要な賛ｌＨを５兆7()0()億''１（総額は９兆１０００億

''１）と試算している3⑭。

震災直後に大がかりな都Tl丁改造に若干する、これはlMlI1・淡路大震災後に神戸TITが行った都市計

画と軌を一にする手法である。阪神・淡路人震災では直後の２）'’'三l以降、各地で３月ｌ７Ｈまで

の建築制限の措置が建築基準法によってとられ、さらにその後iliIl疋された被災Tlj街地復興特別措置

法によって、それはhllTIT計両決定までとされることになり、このllI]に被災地の都市計imiがつぎつぎ

決定される。神戸市の場合は、その３月１７１１までに最短で幹線道略建設とその道路沿いを不燃化

するのを三1ﾐな内容とした部Tl丁計画を決定したが、それは都ilj計画決定の手続きである縦覧、公聴会

がかたちばかりで、多数の住民から不i1lIliが噴ＩＩＬたにもかかわらず、１１１当局は|ズ画整ILl1などの復興

都TIT計画と被災市街地復興}(t進地域の決定を強行したのであった。つまり、ここでは｣二から~卜へ計

imiが示され、しかも、それを大多数の(ii氏、土地iﾘTｲ丁椛者の同意なく強行決定されたのである。神

戸TIjだけで計2400件の意見書が住民から提'11されたという絲維がある。このため、ｉ《１１１戸ＴＩjにおい

ては11'心部の復興は進捗したものの、震災後５ｲＩｒ経過した20()０年の時ﾉA(でも樒集TIj街地の復興の

足取りは遅々としたものになっている:｛７１。

本稿でいっているTl]｢民的二けＭⅡⅡ計皿iによって住1,の此)Ⅱ空'''1をつくるのをめざすことで土地所

ｲ『樅をyiL服したいというのは、この極の都市改造をlfiしていっているのではない。逆にそうした公

共の名のもとに進められる上から下へのりｉｉ樅''１O都ＴＩj改造を避けることこそ、都ＴＩｊ改造の早道である

ことを示してきているわけである。かりにＺＩＤi〔が大lll震に兇郷われることがあるにしても、その後

の震災復興計画で神戸市が行ってきたことは繰り返されるべきでないのはいうまでもない。のぞま

しいのは大地震にIIilえられる市街地を木造賃貸ｲl宅補集｣'11域を含めて、大地震に見艸われる前に繁

IlIiしておくことなのである。

そのご|:地利)Ⅱ計画はどのようにつくらｵ1るのがのぞましいか。それはまず地域住民の発意と、そ

れに||平応した区、市の構想に基づき、二l:地所有椛者など関係者の合意によってその提案がなされる

べきであって、その後の事業主体たる区、巾の役ｆＩｆｌｌは計画ffではなく、住民が三1i体''１９に参り||して計

iiljiをつくって合意するに至るまでのオルガナイザーである。ＫＴＩｉがその役11;'1に徹することで公共

`Ｉｌｌｉの押し売りをやめぃ住民'二|身から|］ら求める公的空'''1の｣Ｕ１１Ｉ化を引きⅡ}し、結果''１９に公共のi〔Ei祉

3()）２００１ｲ「４月２４，２５１三Ｉ付の：各新lHlによる。

37）’''1戸大学震災1ﾘﾄ究会｢iii掲害2511)以下、安永ｉ１ｉｌｌ{｛「都Tl丁被災下の倍｣'11．ＩｌＩｉ家|ﾊ|越」および283p以下の平lIl洋

介「都市計画決定と住民参力||｣。ほかに|収神・淡路人震災を例に憲法はじめ行政法、民法における「公共ＪＩｌｉ」

を分析した牛l君1)f也「ＴＩj民法的公共'ｌＩｌｉ論のための覚諜一震災復興計画を契機として」（||｣斐道太郎編『大震

災と法』（同文館200()年）1951)以下などを参考。
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を実現し、環境の改善を図ることにする。WllTlj改造の方向をこのように転換することは、池|]Ⅱ豆ﾘ）

教授の言を借りれば、すなわち「『鉄とコンクリート」で都Tlj災害を封じ込めるやり方ではない、

部Tli仇氏と'111市勤労者・業務者が'''心となった'二|袷|『1りな|ﾘﾉ災都市作りを鵬望することになる」３侭)。

他日|教授はその11吸換例として、人の住空1M]と業務型ＩＭ１の|峻別と結合、緑地や公|堂|などの都Tlj密度を

低くするための都市施設などを例示しているが、このIMIでいうTlTm的こ'川利)Ⅱによる共川の公的空

lll]の創出はそれらの究'１Mに位置するものといっていいだろう。

さて、地域住民により都ilj改造のあるべきﾌﾟﾉlfi]、’二l標が合意されたとしても、それを達成するに

は法体系の１１J整ＩＩＩｉが必要である。というのも都ilj改造などのまちづくりにおいては、現行法ではカ

バーしきれないでいる('1分が多いからにほかならない。椛利が複雑に鉛綜する敬｣Ulの統合、住宅の

共同化・不燃化などは、現行法のみで対処すると強Ilillのニュアンスが強まり、結果的に抵抗を(こむ

ことになるのは前述している〕、りで、そうした事態を避けるには、現行法に網羅されていない、例

えば住民合意を事業主体にボトムアップするシステムなどの細部のルールが必要になる。つまり住

民参Dllの「仕掛け」としての条例である。

現ｲ1三多くのEl治体でまちづくり条例がIlill定されて効来を｣こげている。これは都TIT計imi法などに抵

触する、いわゆる「上乗せ条例」であるが、これを木造住宅密集｣'11域の地域ごとにそれぞれ別々の

条例としてIlill定して、（lﾐ氏合意のバックフ'ツプをする。全国で(Iill定されているまちづくり条例は

2000イド度までに669自治体で108()に連するが、これらは一|÷|治休で一つの条例である。これを密

集地柵をいくつも抱えているとすれば、その数だけIlill定するのである。例えば、二'21ＭIHI計imiへの

住民参力Ⅱ、計lIili決定のプロセス、｜)１１発地区の決定、市の関与のあり方などを詳しく条文化した静岡

県掛IllTlTの「掛川TlT化１１;学習」:地条例」や：illl茶)|lUiL真鶴|||｢の「まちづくり条例」抑)などは、その

先駆''１りな試みといえるが、Tljllll単位でも全|玉|Ⅲi-l'１りな法では対処できず、地域に合った条例により

まちづくりを進めているのをみれば、TlTlllJiii位より狭ﾉMuj或で、それぞれ事情が｣lIILなる都市改造が

|工|の法ilill度で対応しきれるはずがないのである。それぞれの対象地域の数だけ条例をＩｌｉＩ定すること

のほうが効果的なわけが、これら条例Ilill定先進'二1治体の例は示している。その結采としてそこに生

活している様々な人々の/liMi成する多様な地域でのWiiil:と環境が'11保され、人椛が保障されることに

なる。

このことは木造住宅密集地域の卿Iliを含め、市IMO土地利１１１を主'1Ｒとした祁市改造をTIT民生活本

38）池|川面男「111:紀木|］本における#IlTlTlyj災と|:｣111法Ilill」ＣｌＵｊ(M1立大学部ＴＩｉ１Ｊ}究所『総合都Tl]｢(ﾘﾄ究』７３)ｊ、

2000ｲ|ﾐ９月）、１４９１)以下

39）ｉｌﾐ式名称「掛川TliLMi学習土地条例」と「真鰯''11まちづくり条例」については本'''１『まちづくりの思想」

（有斐１%1,1994ｲＩｉ）で詳述している。まちづくり条例一・股については五’．iiii敬喜、小)|||ﾘ1雄『都TlT計iilli￣利

椛の榊図を超えて』（粁波諜店、l993fli）が、他の'二|治休の例も含めて紹介している。
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|)Iﾉ:に進めて、その地域の隔祉と環｣魔に1｛1:ﾉﾉするには、」二lljの高度利Illや効率''１９使川を進めるうえで

の｣111論的根拠となっている現〈Fの法のあり〃の｢'１検討を含め、法体系のiiiなる再整I1iliではない｢Ii構

築こそ迫られていることを示|唆しているといえよう。つまり現行法体系を、あるべき都Tlj創造に向

けた、より積剛'１りな論LllをもってIIIli梁し直すことである。それによ'〕、まとまった=|:地を人手する

ことを可能にする。木造住宅密集｣Ul域の盤I11i事業はそのような経過を絲て、初めて11ﾘljii[に乗ること

になり、それは都心Tl｢化へのｆｉ１－･歩となるに違いないのである。

提言（まとめにかえて）

以l:、都心再生への節一歩としての/Ｍｉ(Ｚｉ２宅裕ilﾐ地域の盤1111i事業のあるべき方|､]を述べてきた締

めくく(）として、｜同l事業の進捗をlilめ、大llu震のさいに人々の生命が危険にさらされることが関東

大震災、|坂I《'１１・淡路大震災につづいてiIi々jli1されないよう、片１２の提Fi｢を｢iijiiにしるしておきたい。

その一は、事業促進のための資金)ｉｔを人''１iiiに増やすことである。iiii述しているように同zll業に投

下されている東京都の予算は20()()ｲＭｉの場合、2066億''１にすぎない。－ソ〕で東京都はかりに来京

が今後人地震に見）I卜われたさいの震災復liUYjfとして｣二jIll区illli卿111二Ｍ(i、ili街lUl7開発費として５兆

7()()()億''１を計上するというのである。これはどこか、おかしくはないか。人地震に兄ｌｌｌわれる前

の旦I1irliのzljF業にこそ多くの賛１１]が投じられるべきであって、そうでないのは、東京都は都Tl7改造の

ために大地震の到来を待っているとしか受け取られないだろう。

そのＴ２は、事業のネックに人々の三|:ｌＩｕｌﾘｉｎ権観があるが、これはiiiなる法解釈や法の通111による

MlIli'|で!'賦換しうるものではない。人々が｢|らnT有椛のＩＩｉｌｌｌＩ《を受入ｵ[、｜÷|ﾌﾞIfil''<)に新たなまちづくりに

意欲|'|<)に収組めるWMi想の提示と、それに｣iLづき住民が=I:jIU利１１１計llhiに介愈できるシステムがiii要で

ある。ここで必要なのは_Lからの強Ili'|ではなく、’二|主|'剛発意を導くソフトな提案であり、その結果、

地域で細分化された二|地をまとめ、（|{氏によるTlT民|`|り｣1｣'１１利川計1miを｣iLにした(三t氏の共１１１空|ﾙ|をつ

くることが可能になる。

その三は、そのシステムを効》し''１９に/|;かすために耶業三li体の|Ｚ、iljは盤I111i事業の対象地域ごとに

lLl治体法ともいうべき条例をili'|定し、法でカバーしきれなＷｉⅢ部のルールとすべきである。さらに

はIＩ,1行法体系のｉｉｉ柵築も待たれる。jWliのIi1ll直して、’三|本独|÷ｌの法体系をlillTlIと時代に適応しうる

ものに変えるうえで、｜對係昔の努ﾉﾉをlUl侍したい。

ただ一ついえるのは、大lUl震はⅢ〔〕;(0)IillTlj改造、祁心ｉＭﾐを待ってはくれないということである。

ｲjlWii教授の警告をもう一度思い)lidこしたい。
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補遺来京緑地地域計画と石川栄朧

土地'81趣をめぐる攻防一練馬区を例に

はじめに

ここに１本のＶＴＲがある。1947ｲliにj,'1京Iillが製作した映ilUi『2()イド後の来京』（30分）を複製し

たものである。それは、戦災復興iil111iiが成し遂げられたあかつきには、２()ｲﾄﾞ後の来京はこうなる

という青写真をｌｌ１１Ｉｉいたもので、タイトルシーンには「提供・川〔京部」「企IlIi・WllTIj計iIl1i課」とあっ

て、ｖ１時のilITli計両課長・イJ1ll栄iWMがつくらせたと伝えられている。つまり、戦災復興計lmjiのＰＲ

ｌ１ﾘLillllで、その存（{;は都TIj計illli関係Ijfには広く知られているものである。この映II1iiはこういうナレー

ションで始まる。

「イギリスの衛fli大ｌＩｉがこう''虹いたそうです。部TITは紙でⅡ}来ていればよかった。その都市が

時代に合わなければ、焼いて造りかえられる。しかし、IllTlTは鉄とｲ｢でⅡ}来ているから厄介だ。そ

のイギリスの大ｌＥが待ちのぞんでいたときがやってきました。焼け１Ｍ);〔となった東京にいま、その

「71%･遇のチャンスがやってきたのです」と、まず冒頭で、戦災にjllIつたいまこそ＃〔京を造りかえ

るチャンスだと}'二i摘するのである。そｵ1は新しい時代にふさわしい、新しいhllTITでなければならな

いが、どんな都iiiがふさわしいのかと、ナレーションは続く。これはいわば、あるべき都TITの'二|標

であり、それを映画では三つのIl1lli｢Iiから説|ﾘ|するが、当然のことながらそれが戦災復興計画の掲げ

る計Iiuil=1標であるのはいうまでもない。一つのIlllmiは「友愛の#|Iへ」というものであり、二つ[|は

｢楽しい都へ｣、三つ'三|は「太陽のlillへ」というものである。「友愛のlillilT」では広場が、「楽しい都

ilT」では緑が、「太陽の都TlT」では|]!！((が、それらを支える必須の典(/|:となる。これを実現するた

めの呉体策として三つの計illliを立てる、という。

その計U11iとは「地域の計I1lji」「丈ｊｍの計illji」「緑の計uli」である。この「Illl域の計仙i」でいってい

るのは、来京が政治部Tlj、文化illilTとして生きていくには、まずⅡｉｌｉｌＩｌ{U域と商・’２業地域と分離す

る「ゾーニング」が必要だということであり、そのうえでアパートの此lTMk築、緑地と空地の確保

が絶対要件だということであり、「交ｊｍの計lUli」では、新しＷ|〔京は''１H2()～ｌＯＯｌｎの緑化された道

Ii1Hを張りめぐらせるとし、それらの仕Ｉ:げが「緑の計画」によって緑｣(11を設定することで、来京に

まず環状と放卯l状の緑のアミをかぶせ、計１１９万坪の緑｣１１をつくり}|}し、また'！]ざされた皇居外

苑などの大小の空間を'１M放し、さらにｉ１ｌｊの公|利をつくることにより、新しい１１(京を「１１１紫水lﾘ1｣、
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かつ民主性、文化ｌｌｌｉをｲｱする:IillTljにしようというのである。

ここで映画は、こうした計illliを進めるうえで「一悉の|水ljilIは二|:lulです」と、士｣ⅡⅡ趣に入って、

このへんからナレーションの'二|洲も熱っぽくなり、「jij[111Aをつくるにも緑地をつくるにも｣二地が必

硬です。しかし、」:llllは公共の｜:地が１６％、私ｲ｢地がＭ％で、しかも＝L地所ｲT者たちはネコの額

ほどの二|川でも決して下放そうとしないのです｣、だから＃lliljをjiliりかえるには「一にも｣川、二

にも土地なのです。（20ｲ|{後のⅢ〔京にとり）もっとも必班なのは、私利を離れて、二l:地を公共のた

めに使うことに'三|覚めてくれることなのです」と訴えて締めくくるのである。「一にも土｣'11，二二に

も上地だ｣。

この映画は、前述タイトルシーンにある「企lmi・＃llilj計1IIIiiM1」でわかるように、当時部TIj計1mi課

長の石川栄)Wl1が戦災復興計mliにかけていた思いを、そのまま映像化したものといっていいだろう。

戦災復興計画、’'二'でも緑地jlll域計imiが、この峡iIIjiでmllが訴えていた危I1Lどおりに、まさに｣二｣Illllll

題で挫折してしまうのは別稿でli1llれているとおりである。そうした結未になったのに、」§地|ﾊl趣の

圧ﾉﾉがそれほど大きかったというほかに、石川'二|身にスキはなかったろうか。そこであらためて戦

災復興計画におけるそのW'1分に''１１(れておきたいと思う。

１，都市計画家石川と戦災復興計画

来京で戦災復興計imiが火施されることになったのは1946ｲ|ﾐである。３月に東京都が来〕;(40キロ

圏および関東jULﾉｱのｌＵ力計imiをiifi提とし、計画人'二Iを３５()刀人にl｢'1えた帝都復興都TIj計1,1概案を発

表し、翌４月には早くも＃〔京Iillは復MIllTIT計Imiの街lﾊﾟﾊﾟl1mlXlmi卿''1等の計Imiを決定する。戦災区

域4800万坪とこれにUMilkする区｣或を含めた計61()()万坪を区illli卿1'1事業区域として計画決定したわ

けである。これよりiiiの1945ｲＩｉ８）|、つまり敗戦の)1に】〔W1illは「帝祁再建方策」を発表しては

いるが、それにしても慨案発表からわずかｌ力１１というあわただしさである。このとき石Illはl1illTlj

計imi課長。内務省勤務のかたわら1943年７１二|から束y;('111技illliをⅢ《柾、同年１０)]に東京都計lmi同逝

路課長に就任し、１９４４ｲIil())lからはlfllTIj計lmi洲艮をｊＭｹしていた。１８９３ｲI皇９月生まれだから、

当時52歳である。発表は、このｲi1llの手で行われた。

石川については|奥ｌｊ,|〔学院大学の昌二rIjﾐﾈ[教授、１,'１京ilj政iiIWii会の束郷尚武常務ILl1事が９０ｲ１３代に

なってから伝記を苔いている（あるいは他の人も醤いているかもしれないが)。１'１でも昌子教授の

それは、石)||の便ｿｊ・東京髄機ﾉ(〈学教授の石川充のヒアリングを行っていて、なかなか1M↓味深い事

実を発ＭＩＩしている!)。それらの伝記および石川のｲ|希M2)によると、イニ｢)||は東京大学二１２木]ｺﾞ学科卒業

後の1920年１０月に|ﾉ､|務flYillTlT計iuji委貝会技I1iliとして孫ＩⅡされ、ガllili計Uhi名古屋地力委員会（２１ｲI：
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５)jに都Tl丁計画愛拠''111方委員会と改称）に赴任、おもに名古臆Tl1｢の都TIT計imiに携わったのち、３３

年９月に都TlT計画來京地力委員会にI|騒動している。４３年７月に来京:llll技i1iliを力&征、それ以降の経

歴は前述の通りである。

この都Tlj計両課長に至るまでに石)||は字,TI｢雁では都TlT計、i区｣或の決定、都Tl丁計画i街路の認可、土

llll区画整I1l1組合の設立、都Tli計画公園の新設認可などの都ilj計画実務に携わったほか、３２年６月

には初の著書『都市動態のＩＪＩ究」（〕川書院）を二｢11行している。３９ｲ１１９１１には都市計Ⅱi東京地方委

員会が紀元2600ｲﾄﾞ記念事業として計11mした＃1京Ｔｌ｢の？；<城外苑悠備事業に対して、宮城広場の自動

Ill:交通を緩和するためのトンネル建設業を提案している。おそらくこのアイデアが認められて石川

はのちに名古屋から来京へ１Nかれることになるのだが、このトンネル案を知るかぎり、石川は当時

の都市計imi官僚としてはかなりのアイデアマンであったことがわかる。４１年４月の著書『|ﾘﾉj空日

本の構成』（天元社)、４２ｲ'１に陸flIl嘱託として_MUiに渡り」衾海都市計lmiに携わったこと、同年６月

の著書『戦争と都ＴＩJ』（'三|本電報通信社)、あるいは44年３）lの著書『皇lrl都TlTの建設」（常磐書房)、

同ｲ「７月の著書『|玉|防とlillTIT計画i』（111海堂）あたりからは、石)||も戦争遂行に当たった内務省官

僚の例外ではありえなかったこともうかがえる。

東京都の都市計１１１１課長に就任して最初のⅡ§事（44イド１０)三|）も、都|人lの戦時{ｉ２区をつくることで

あり、戦時緊急人員をＷｉｌｌ:保するために地力帆l}者、疎''１１者をllViび戻すという、まさに内務省的なも

のであったが、敗色が濃厚な中で、翌１１)三|には來京の復興計imiのｲﾘ}先に着手し、敗戦と同時の４５

ｲ|ﾐ８月には、都Tl]｢計画課として「帝都再建力策」を発表している。これは戦後東京の計画人|］を

300万人として、戦災を機に広lI1iiiLi道路をいっきにつくるという、石川がγ,古屋で行ってきた都

TIT計画Z|『業の拡人版といえる大規模なものであり、当時1945ｲ1三８月２７１三|付『､|ﾘ''三1新|汁|』によれば、

｢両建力策」にはとりあえずの戦後処理という応急手当てとしかる後の恒久''１０計画を行うものと、

最初からlfl家百４１ﾐの計として根本｢１９計画iを行う行きﾉﾉがあるが、来京部のこの方策は後背の「|玉|家

百年の計」をめざしたものの前段であるという紹介をしている。その後、敗戦の年の暮れ（１２月

301三l）の|剃議において、その「国家1二1｢年の計」ともいうべき戦災地復興都TlT計画基本力針が決定

されている'１)。それは過大部TljのlllllliIと地力'１１ﾉMllTITの振り'iUをl=|標に掲げたものであり、こうした

総過を絲て４６年３月の戦災復興計画概案発表となるわけである。この戦災復興計画は、昌子教授

によれば石川を「中心に立案された」たものであり、東郷氏によれば行川が「実質的にまとめた」

l)昌二r住il：「行)||栄糀の生illi」（ＨﾉMllil1｢計imi学:会『都T'７門|画』１９９３ｲｌｉ、１８２ﾄﾅの151)以卜)。東郷尚武「戦災

復興の礎を築いた行川栄)WIl」（｢東京人」編集刊'1編『江戸・来京を造った人々－部Tljのプランナーたち』１９９３

イＩｉ、都市出版の４１２ｐ以下)。他に'二'１－r教授は来京髄ノノ『地域|H|苑ニュース』（2000ｲＩｉ、２６８号の341)以下）

に「新補歌舞伎'１１Jをつくった人物・石)||栄)WM」を書いている。

2)前掲『都Tl丁計画』１８２号の６６ｐ以1〈

3)建設省編『戦災復興誌』第Ｉ巻（1959（｢、建設省）５６１）
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ものである。イゴ)||はのちにそのiilmiのl1l1論とＩｉＭ１を学位論文にまとめているから!)、お二人がいっ

ている通りなのだろう。

戦後初めて刊行された『Ｊ１１京lill政概凹」（1946ｲli3）|）に「帝＃'1復興計mli概要」なるものが褐ilU（

されているが、これはⅢ１京戦災復興計lmiのもとといえるもので、そこではこの計imiの「基本力式」

なるものがこう記赦されている。

帝都復興計miの樹立に当たって雌もＷＩ意しなければならないことは､既往の帝都にみられた保ＩＩｕ、

保安、交通その{ＭｌｌＭｉ活の全般に及ぶ弊害をi1iび苑Lliさせないようにするとともに帝都将来の能

率を考慮に入れ、都TII'|ﾉliWfに１１｢検討を｣Ⅲえ、ただ川〔京＃'1だけを対象とする孤立した一部Tl丁の計Uljiで

はなく、広く関東地力、特にjimifhll周辺の衛星都TITとの'11述ＩＩｉを考慮してlEl土計画および地力計1111iを

hll味した適切な計Hhiを樹立しなければならぬことである。

jfif部の都Tl丁性格として、政治の''１心地であること、文化及び絲済の,Ｉ１ｌｌＫであることには｣1,,L論はな

いけれど、かつてあったような過大総合都市として人「'の集''１をひき起さないことに重点を世き、

過去における来京の:hllTIi'''9弊害発化のiil'i原'五|を木然に|,jがねばならぬ。新Ｌｌ孟束京都はこのような#|Ｉ

ＴＩＴ性格を保イルつつ新'１本文化)(1'|造に真に適応するような帝都としてTlj処されなければならぬ。

これはいわば戦災役ＩＩ計illliのlIl1念といっていいだろう。ここでいっているのは、まず来京の過大

化を仰Ilillするということであり、そのために術>MllTlTをｉ１ｉＭけることによって、来京を政治、文化、

経済都市として純化させようということであろう。戦災を機にそのように来京を造りかえようとい

うのが、この戦災復興計l11jiの趣旨といえる。

そこで計Hl1iでは、東京区Hllの計ilUi人'二|を３５()ﾉj人とし、これを可能とするために都心から４０キ

ロ|圏の横須賀、平塚、’'1m|、八三[i子、ノＷｉ｢、イド'三|部、リ!flll、千葉といったところに人'二'１()万人の

衛星都市を配|ダル、＃'1心Wllとこれら衛星邦TITのⅡ'1に緑llllｲＩｆを設ける。さらに都心から１０()キロ|醤|の

水戸、宇都宮、前橘、’1]１１１V、小|Ⅱ原などを人'二１２()刀人の外部都iljとし（４１征においては、その想

定人'二1は信じられないものであるが)、それぞｵlが連絡、#''１強することによって衛兄部TlTと外部都

TITで人口400万人の大〕,ＩＤ;('醤|をＩ脳成する。都心Tl｢街地は8()～l()()１，の広'隅員街路を環状、放射状に

張りめぐらせ、これらiii略に沿って高木や緑地をハル、ｉｌｉ街｣'1の」:1111利１１１はこれを厳しく蜆Ilillする、

という構想を},'１１iきだしているのである。

これは大部TII機能をできるだけ分散させようという労え力で、１９２４ｲﾄﾞにアムステルダムでlIMか

`l)刊||の学位論文（束〕i(ﾉＷ:にＭ||、」昊学lWi1:を１Ｍ｝）『来〕i(iulMLMliljiil111ii論』（1949年２)l）は、『hllili計I1Ili』
１９５８年、２６)ﾁに紹介されている。

－３６－



ｉｌｌｉｊｕ束ﾙ(緑｣UⅡ11域舟l1miと石)||栄W１Ｉｌ

れた|玉|際祁Tlj計1mi会議で孫)Ⅱされた＃|ITIT処i没の原11||で、都心と衛星MlTljの''１１に緑｣川};を設けて川Tl丁

の膨脹をllllえるというところが'1Ⅲ|である。火はｲＴ１ｌｌは1944ｲｌｉにＩ:||行した前述『皇'五|都TlTの1.k設」

の｢'１で、このアムステルダム原11||の延長線」:にある人都市分''１(論を「人都TIj疎|M(論」として雁|)Hし

ている。来京の機能を分散することによって窄爬による被害をできるだけ食い'|:めようという、い

わば防空)WllTli計mliであるが、この考え方を戦災復H1I計l【lliにおいてもMiち込んだわけである。

また戦災復興計画の眼｢|であった緑地1111域計11111にもモトになるものが存｛ｌＬた。それは1939ｲ１１

に来京が無秩序にスプロールしていくのをlyjぐ懲図のもとに政府が策定していた来京緑地計illjiで、

この計mIiでは区部縁辺部とiml1lⅢ)いに緑jluが計imiされていた。これが1943ｲｌｉにｌｙｊ空法にもとづく

lyj空地イルとして|川議決定さｵ1ることでリ|き継がれ、iMl6災復》Ｕｒｉｌ仙iで｢liび蘇ることになる。つまりこ

の緑地｣Ujk計lllliとは、わがlKlでhllTITの非↑IirⅢiにそのつど姿をあらわす、都Tl浦lmiのニシキの1f１１旗の

ようなものと、とらえていいのかも知れない。

この緑lIll地｣或は、政府が1945ｲｌｉｌ２１１に|川識決定した戦災HlTli二LjIu利)１１計i1I1i設定標)il1iと、４６ｲ1ﾐ９

)]に決定した緑地地域指定標?I1iに｣iLづいて決めらｵ1る゜ｉＷｊｆはその定義を「緑地として保存すべき

区域」とし、良'11,良ltlll、llI林、池沼、河)||等のｲ/する区域でMlTlTの食織|]締、厚化風致保存等

の見地から存lⅢ育成が必要なもの、Tljilj｣'11の述lllを防Iこし、適当な|J1地にlXilUiするのに必要な地

ｲﾙで、緑1111地域はTli街｣UⅡ刈或のli1il辺1Billにおいてｲ||;状、環状、または放酢l状にとるとし、後者ではそ

の設定についてさらに具体''19に、緑地地域の''１冊員はｉｉｉに家帰の速}Uをlyjllｪするためには０．５キロ

メートル以上、Tl1街地の|膨llliiを}IlIli'|するためには１キロメートル以｣iを必要とする、ただし地(llliの

表５用途地域の変遷の主なもの

(註）１．本表のiiii積は１１１途地域iiIi柚である。従ってIillilT計iilllmilil(と合致しない。

２．１１１途地域指定のｚ１ﾐな変IlIを掲げたもので、この'１１|小変虹を行って居り、’１((Iill21ｲ１１以前にｌｌｌｎｌ、

｜両１２１年以降１５回（'両１３'1ｲ|ﾐ３１１迄）、ｊ、猟すると脂定するとｌＨ定迫))'１，変ZlIは331回|となる。

ｌＩＩｍｉ：述設省『11U(災復興誌』第１０巻291）

－３７－

区分 '１({l().７ '１{１２１．９ ＩＩＢ25.12 '1({３().３ '１<{3４３

ｌｌｌ途ｌｌｌｌ域指定絲過

２１２
'二１ ホイIi)１１］ 施行年ﾉﾘ［’ 摘要

住居1111域

商業地域

illi工業｣ul域

工業地域

小計

緑地｣Ul域

合計

Iｌａ

３１，５８０

5，３９０

１，ﾉ1１０

１７,'1４０

５５，８２０

5５，８２０

ａ。、

１１１１１１１！１１５３５４７２１６６６９０９９０１３４２１
２

３

2４，１

５５，８２(）

ａ０ｎ

３５２８８１８６６５９２５１９９０９９９５５５４０
２

４

1２，８７３

５３，８３１

ＩグゴＬ、Ⅱ０１

７７２５１４２３５６８５２３９０９９ＤＰ６５７４３
２

４

８７(）

5３，８３１

hａ

2(),５８３

5,5()１

7，３８６

4，４０１

'１３，９６１

０７８９

５３，８３１ ５８２０２２２２１２２２ｌ●●●０●１４７２８２４００●●●
１４４０２１５０

１

１１２２３大昭昭昭昭昭昭 ５５７２９１１
１ｌ●●●

－９日日且

●●
３２５８Ｌ９２３１０●●●●●●４４０３１５０

１

１１２２３人昭昭昭昭昭昭
||]Tm(び|Ⅱ361Hi村脂定

|['36111｢村脂定

全祁TIT計画区域指定

東京港ｊ１Ｉ１立地迫jⅡ１桁定

催jIi指定

lLlL簗｣(]il1i法に伴う指定

緑地地域変更に伴う脂定
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表６緑地

Ⅱ}所：表５と|可じ４６～471）

－３８－

番号 名称 位置 地積ｈａ

１ 外濠

千代ｌｌｌ区麹''１｢６－１１=１，ノ１番ｌｌｌＬ篇ごＩ:兇lllJ2，

４］

郷１

２

ｌ－Ｉ

「|=Ｉ

Ｑ〕Ｔｌ='’九段４丁'三|，駿ii1台２，

淡路|||｢２丁'三|，紀尾井lll｢，松住lll｢，文京区揚島1，２

３~「'一１

元ｌｌＩｉｌ ２丁'二’

3丁'二|，本

春'三llllllTl=|，ilJヶ谷船iiiiI原ｌ１ｌｉ，Ｔｌ７ヶ谷lI111I「１，

Tl”谷八IllMiilll｢，市ヶ谷本付'１１｢，本Mj('１１J，llLl谷１－「'二|各地内

3６．４５

２ 多摩）|’

大'11区ＩＩｌ１六郷４Ｔｌ=|，ilLi六郷１，２

布嶺ll1i2TI三'’’111窟|訳l布１，２ ３

３Ｔｌ=|，原''１｢，古市ｌＩＬ－Ｉご丸子111｢，洲

４Ｔｌ=|，世|Ⅱ谷区玉)''111;毛lll｢，玉)||尾

llllllJ，三li川111｢，鍬[｢llIIi，宇奈根''１１各地内及び北多摩llll狛江１１１J宿河原，駒)I:各

地内

5４７．６６

３ jlllllの｜人I 杉並区堀の|ﾉ､Iｌ ２Ｔｌ=Ｉ ＃Ⅱ泉'１１｢各地内 7．２２

４ 善福寺）|’ 杉iⅡi区西'111111］ ２－「'二|，成宗１ ２ ３－｢'三|各地|人１ 1９．８６

５ }''’１１１）|’ 杉並区久我'1１１，２ 3Ｔｌ｣，武蔵野市，三鷹市各1111内 5．８０

６ くＩ７川 杉並区久我ｌＩｌ３Ｔｌ=|，三鷹市各lllllﾉ､Ｉ 2４６７

７ 石神）|:川

純ｌｉＩｊ区石椥|リ|:|奥ｌｌｌ１]､５，６Ｔｌ=１，－ﾄﾞｲｶﾞillUI:２－｢'三１，南''''二Ｉ１ｌｌＩＬ谷原llIT3T'二I，

高松''1｢ｌＴｌ=|，春'11111｢３－「Ｈ，lfilllllll｢，南lll「１

１ ２ ３ ４ ６Ｔｌ=|各地|ﾉ、Ｉ

２ ３ ４ ５Ｔｌ~'’’'''''1「 3５．２０

８ '三ｌ暮１１１台 荒)||区'三l暮Ll19TlEllllllﾉリ ０．８３

９ 板橋 板h(i区上板橘１，２ ３~１ 板h(iillll6，７ ９ ｌＯＴ目各地|ﾉkｌ 1５．４３

1０
ｴhエ イⅡ［､－口

ＪＯ、、 板橘区板橋''１１６－「l-l，北区滝川''２，３ '１－「|=１ 三|ﾐ子1111各地内 1．４０

1１ 荒）|’

板橘'五舟度''１｢２Ｔｌ=１，北区浮IlIllllJ，袋''1１１

２

２丁'二|，岩淵'１１｝ｌＴＵ 魔ｌｌ１１

3丁'二'’幾局'11｢５Ｔｌ|，）１１立区新ｌＩＩ」:''１J，南IIj浜''１｢，南堀／内''11，雨宮

城''１｢，小合''１｢，本木llIJ6-｢し'’二｢(i;元H1｢，千住大)'''''１，千住５丁|E１，日之'1｝

|Ⅱ]３丁'二|，柳原''1｢’千(Ｗｌｌｌｌｉ，北ｊｌｉ１ｌｌ人11}|｢，ノ|､合大'''1111｢，北宮城''１｢，本木ｌｌｌｉｌ，

３ ４ ５－「’ 千住八千代'11J，冊.ｌｉ砂111，’三|之出''1「１丁目 遇ｉ飾区小菅ｌｌｌｉ，

小谷1117111｢，ｊ)Ｗ)''１｢，本ｌＩｌ若宮Ｉｌｌｌ，本Ⅱ]渋１１:'１１｢，本Ｈｌ木根)''１１１１，－上平井ｌｌｌｉ，平

jl:'''''１１，墨'11区lIll1｢'２，３

江戸)||区平）|:'''１２，‘1-｢'三Ｉ

４－「'二’ 吾端ｌｌｌ｢西９丁'二|，吾嬬''１J束７，８Ｔｌ=Ｉ

小松)''２，４－｢l」 小松)ｌｌｌＴｌ－Ｉ，西小松)''１，

３－「|=１，束小松1113-「'二１，西船堀''１｢，束船Ⅲ1111111,小島''1「１

北砂''1J８，９ l()ＴＩ=|，南砂''１１７，８丁'二l各1(111ﾉリ

２丁'二|，江東区

1，４３７，２０

１２ ''’ １|’

足立区六ツ木ｌｌＩｉ沁佐l1i:ｌｌｌｉ，大谷ⅡIlllI，葛飾区長|]lllll｢，亀有２，４丁[|，背戸

３ ４丁目 本'１１淡之畑||｢，本lIIWEillI｢，本|】|原'１|｢，南立石''１１，本Ⅱ]Ill端''1｢，

水元猿江''１J，水元飯塚''１｢，新宿I

奥戸''１１，－ｔ平)|:''1｢各地|ﾉ､I

３ ５Ｔｌ=Ｉ 高砂ｌｌＩｉ，諏訪''１｢，奥戸新'''1，
２２０．８３

1３
､二三▲

戸）|’

葛飾|丞金lllJl

Ｔ

ｌ=’

４ ５ ６Ｔｌ 柴又１，３Ｔｌ二１，１１戸)||区小岩２，７ ８

北篠llliillli，南篠lliilll｢，下篠lllillI｢，束篠崎111｢，前野111｢，１１:戸)''1～５丁

妙児島，長島''11,断lLil ３－｢'二１ ｣)111江ｌｌｌｉ各地|人１

４５６．６６

1４ 狭１１１ 北多摩111ｌ瑞穂lll｢，大和''1｢，村llllI1I，束村lllllli各一部 3６５．３３



l1lli辿、|〔〕i(緑lUU域計miとイi1ll栄)W,！

状況により緑1m地域桁疋がlZMM1Iliな場合にWillTlTrillmi公|雨|、緑｣'1の設疋でこれに代える、とさｵ'た。

こうした基準に基づき、緑地地域は特１１)|Ilillili計皿i法（1946ｲ１２９１１公ｲｉＴ）によって、東京淵|Iでは

48ｲＩｉ７)]に区部面積の約４０％近い２ノＪ４１５()ヘクタールが脂定される。この緑地llu域はその後Ｆ１検

討され、１９５()ｲ|ﾐにｌ〃２８７３ヘクタール、処｢没1J１，編『戦災復興誌」ｆｌ｢；ｌ()巻（１９５４ｲ|ﾐ刊）によれば、

55ｲ'二に当初の約５０％にhMiたない987()ヘクタールに縮小されるが、（衣５）はその変更の過程を見

てみたものであり、（表６）にlUげたのはさらに57年１２)lに建設行により縮小変皿されたのちの区

Wllを'''心とした緑地地域である。

２，緑地地域指定の波紋一建蔽率１０％をめぐる攻防

戦災復興計Imiは計画策定後ｌイ１１もたたない１９４７年に来京''1区１１１１人「lが計画人'二|をはるかに超え

る３８２万人に増加してしまったのをはじめ、jii[路計画やごljlll区iIllllMflIl叩業など、さまざまなlkl難

な|Ａ１趣を抱えていたが、この緑lllljlujl鮪lmもそれらにまさるも劣らない人ｌＩｌＩ題であった。そのＭ１］

は(ｉ１よりも緑地地域においては農家の１１{宅、膿業)'1施設以外の煙Ⅲl(率が１０％というきびしいhll市

rilmillilll限にあった。これにより、１９４５ｲ１１１０月に始まる農''11改革で小作Ⅲ坐から'二|作農になった農家

を含めた緑lullUl域内の上lUlmT有T1fは、おりから木簡有の(１１毛難にあるというのに効率よく住宅を建

築することができなくなったばかりか、所ｲ丁地にＬ場などを誘致することもできなくなってしまっ

たのである。

当時部TITというよりは農村l{11ｲ||;に近かった純lilj区では区、i賊の６４％が緑111地域の脂定を受けた。

その前の1947ｲ1ﾐ１１月１１日付で純A1jlx搬会は議決を経たのち、議長・I:117徳次lllllf1で、東京都知事、

|人l務人Ifi、復興院総裁宛てに「)||途ｌＩｌｌ域拡り|(桁疋に関する懲見書Ⅲ)を提}I)している。すでに案と

して示されている緑地地域の大'lWii指定、逆にいえば他の1111域指定の縮小に反対して、住宅、二l:業地

域の拡大指定を求めたものである。それを典約すると、

］i旨練馬区内の東京＃'1復興部Tl｢計Ｉ１Ｉｌｉ川途jluj或の指定はｌｉＩｉめて狭小なるを以て別|叉|の通り速かに

拡張脂定せられたし。

ｌ１ｌ１ｌｌ１当側!；区の管;Illil;区域はTl｢】(武ﾙji1I1rの－．%'1として農業lMiiなりしも、近lIJiの部TIT膨脹に伴ひ漸

次,|,小商こ[業が発達し来たり。特に交ｊｍの発展と共に所訓外*lIlillTliとして｛]i宅は急激に建設せられ、

愈々部TII｢'ﾘ形態を薬ふるに至ったのであるが、今後の発展は10Ｉして隙々たるものあり。この秋に当

5）『純)､1ｊｌＸｌｈＨｌ勢資料編』（１９８０ｲli、純MjlX）５６３１）
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り４６平方キロの彪人なるi而積をｲ『する当ｉＩｌｌＭｊ区管|大lにIliIｲＩｉｌ旨定せられている川途地域は現状を甚

しく無視せる小規模な該指定で誠に遺憾に堪へず、慈にLliIiliの基盤をなす｛主宅と生廠能率の増進を

'二|途とする工場及び其の中核をなす企業を発展せしむる各地城を更に拡大設定することは極めて焦

屑の急務であり、以上の様な実状であるから１１１１斤に於かれましても何卒当地区に対し深甚なる御理

解と御Ｉ行)liIiを賜り篤とｉ１Ｉ１賢察の１２管１人1)11途地域の拡張指定を速かにiilllli(計はれたく、地方１ｺ治法第

99条第２項に拠り意見書を提'1)する。

というものである。

こうした意見書を提}1)したものの、４８ｲ|皇に受けたのは緑地地域の人''1冊指定であった。このため

TIj街化の大波が押し寄せる'二'１で、区|ﾉﾘの農家をはじめとするｔ地所行背からは不iiMiが渦巻き、建築

１１１請のたびに区の窓|］と二'二地所ｲＴｉｌｆの'''1でトラブルが起こりつづける。1950年代も半ばになると

｢Tlj街化が急速に進み、緑地地域がDl状に合わなくなり、建築''１諸違反も９０％を超えた」ｏ)という

記録があることから推察して、そのiliiの地域脂定直後にもそれは相当数にのぼったのではないかと

思われる。その証拠に糾ｌＩｌＩ；区議会は指定２ｲﾄﾞ後の1950イド７月２８１]付で議長の小'二|政雄名で東京都

議会議長・石原永明宛てに「純Ａ１ｊ区111途地域変更に関する諸願書」を提出しているのである７１．以

下はその要扁。

練馬区内東京都都TIT計Ⅲi地域脂定''１商業)M(び米指定l{１１域は状勢のｌ１Ｉｉ移に伴い狭小なるを以て別図

の通り拡張擶定せられたい。

都市計両が都市全体に豆って健全なる発展を誘致する￣つの手段とするも、都税に連なる区税が

そのままその区の白,1,11〉I肌;(となるHiI行Ilillに於て、Iill税ﾉﾉが２３区１１二'の肢下位にある本区の現＃ilを省

る時、あらゆる施策が他区に比し)jll速度l(1ﾘに見劣りして行くことは余りにもIﾘ1脈である○部T慌|、

の呉現された後の補整が政治並にⅡｲ政而に於て行わるべきは当然のことではあるが、其の基ＩＩｉｆを都

ＴＩi計画におかるべきは言うまでもない。然して｢il1ullの樹立に際して先づ１１１途地域の構想を(1)苑ﾉA(と

して、万般の施策がllIll1iljして設定されるのであるからその影響は誠にIlI大である。因ってさきに住

居地域拡張の請願を致したが、これに関して今般商業及び木脂定地域の拡充を新たに請願せんとす

るもので、当局の深い厚情と御援助とを切望して此に本区発展の基盤を樹てんとするものである。

こうした趣旨の本文につづけて、練馬区は２３区部のI|'で面積で８．１％を占めるのに、人'二|は

6）『練馬区史・現勢編』（|ＴＩ）９８１）

7）『練馬区史・現勢資料編』（|同l）５６３１)以~卜
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２．４％、区税担税ﾉﾉは１．５％にすぎないことを挙げて、人'二lと区税をlIilやすには)Ⅱ途地域を変

更してＩＨＩ苑TII能地を拡張するしかないと、この請願書は訴えるのである。

緑地地｣或に対する反発は、こうして二|:llliﾘTｲｎｌｆだけでなく、おそらくはその意を受けた区議会を

も巻き込んでいくことになる。そして來京部、都離合に対して意見書、論liIi課を提ＩＩＬていくので

ある。しかし、なかなか都市計画当局はｌｌｉ１１かない。別111で紹介したりiil川M1が、mllが都TIT計iIlli地方

審議会のIWiLにおいて、地域変更のlljl1情のlli(扱いに対するｲ<公平感、緑jUlull或に取り残された不安

感などが原|Ａｌで都議会議員から「手厳しい１１t判」を受けることになり、また石川に対する不信感が

広がっていったと書いているのは、このへんの状況を物語っているものと解していいだろう剛。

区識会、祁議会議貝が地域指定変更に熱心にならざるを得なかったのは、とくに緑地地域につい

て「地｣或の発展を望む住民にとって受入れ難いものであった」９１からにほかならず、それはたとえ

ば当時、練馬区教育委員会が発行した『小学校|(|:会科資料集」（1955ｲ｢、５７ｲｌｉ改訂I仮）に「区の

３分の１をILiめる住宅地域には工場や映Imiii｢|は建てられない。また３分の２に近い緑1m地域は建築

､i積のIIill限が最も厳しくて、敷地のｌｌｌｆ'|以|人lである。公共営造物にも２１１;'|以|ﾉしりのIlill限があり、農林

畜産に関係をもたない工場は建設Ⅱ｣来ない。このため(三ii宅地区としては人変結WMiであるが、区の財

政はまことに貧lKlである。区民はLMilxとなることを希望してやまないところである」と記述され

たほどである。この『小学校社会科資料ilき』というのは社会科を教える教i1iliのための三Ｆ引書である。

練馬区では緑地地域指定の不当性について子供たちに救えこむほどの状況にあったと見ていいだろ

う。区は「緑｣{uluj或Ili'1度は、区の発展にとって人きな足かせである」IU1として、教育委員会をも巻

き込み、こうした手段にⅡ｣たのであった。

純Ii1j区の低'九はなおつづき、区議会はさらに１９５８ｲ1三１０月１０１三I付で|Ｘ議会離反梅|ﾉ､Ijll雄名による

東京都知二１１:宛て「練馬|Ｘ内川途地｣或変''１指定に'1Mする意見書」’１)を提(1)することになるのである。

以下、その要旨。

主意練馬区における空地地区、商業地域、準|ﾘﾉ火lIll域、準工業地j或を変史脂定賜りたい。

事'１１関係当局に於かれては、過度な人'二lと脈業の集'１１排除に懸命な尽ﾉﾉをIlJ1注され合理的な住

}苫地域、商業地域、二[業地域、緑地地域などⅡＭⅡ||計画に基く川途地域Ilillを決定し、能率的な都

市活動地域設定に|」夜伽努力をされていることに深雌の謝意を表する次第であります。都TII計画は

I|{すまでもなく、住みよい首都建設への努ﾉﾉであり、人|]密度及び二Iillll利)Ⅱ形態の適正化、都心機

堀江皿「ｲｉ１ｌｌ栄)WMの仕事（戦災復興計illii)」（iifilM『lilIilT｢ｉｌｍｉ』１８２吟）９３，以下

『練Ⅱ旭山・H1勢編』（'両1）２１６１)以1<

|両|｣二の２１８１）

『練馬|え史・ルl勢資料編』５６４１）

８）

９）

10）

IＤ
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能の分散、建設物の高隔化、空llllのil1il財''１１１，公lilil緑llllの|M1保等、入部ilT弊害の除去を|叉|るための

ものであります。練馬区におきましても、これらHllilj計iIlliの一環として、

（１）人'二1の急１１１１、住宅11Ｗ)止設、))|lえて川lliのI騰貴は必然''19に空lUUjl天に大｢|]変更の事情を余

雌なくせられておる状態であり、足川ｊｂＩＩｉ'|限地域の変史|広大を願う次蛎であります。

（２）商業地域については急激な人'二lIWの趨勢と住宅11『の癖雌は、(1;届11診態の'二|然''１り欲求として

新たな商業地域を求むる所となり、そのllllj或の拡大発展は誠に|=|覚ましく、ＩｌｉＩ限地｣或ｌｌｌＩ展に対する

Iji民の懇請、要望は甚だしいものがあるので、これが火Lllに－１画のiillllﾙﾉﾉを願う次第であります。

（３）密集住宅｣(11域においては、変11''''1りな現状を鱗呈しており、）)iｲﾋﾞ業育成｣二多大の支障を生じて、

)Ll1該地｣或は労働ﾉﾉの供給、原料製,'iiIl等の運輸に利便のため、居住jlll域としての本来の'|【ｌｉＩ各から準二［

業｣Ｉｌｌｊ或の形態として大きく変画しており、住民の要望も]ｉｌｌｉ工業地域として変更指定を受けられる様

懇iil1iがあるので、実施に当たっては然るべくiillNU慮されるよう1111願いする次第であります。

以｣二、練馬区に於ける上地利llliillllliに」ｉｌＫ１Ｉｌ途地域の変更については既に区住民、区民|H1諸|i１１体

より数次に豆り陳`lili請願がなされ水|Ｘ(1i民の編|(||:l勵巡の兄地に起って4コMII促進を考慮されるよう議

会の議決を経て地力'二|治法筋99条節２｣ロにより意見書を提}lＩする次illl；であります。

あらためて練悶区の「意見譜、決識、婆請書、請願苫、要望謀一・I覧」’2)を見ると、戦災復興荷’

11｣lliが動きだした１９４７年以降58ｲｌｉまでに、）11途地域の変､Iを求める計５件の請願書等が区議会にお

いて議決されていることがわかる。

三多摩地域ではとくに純Milxに隣接する北多摩のTlTlllJが緑地llu域脂疋に人きな反発を示した。お

りから国は1957ｲ|堂から都TII計1111i改ｉＷ)作業を進めてはいたが、それと平行して、TljlllJ域のlli倒''１リ

llfll分を緑地地域に指定されていた北多摩では、当||寺の建築基準法筋４８条ji；２項にあった地域指定

について建設大[11は関係TlTlll｢｜;《|の'''１|}にliLづいてしなければならないとの条項を援ｌ１ｌして、緑地地

域脂定にｲ１１反した)'１途地｣或を決定するところがｲｌ１次いだ。illTli計imi改iiliiiiに駆け込み|【１９に工場誘致

条例をIlill定するTljllllも朴|次いだ。村||Ｉ（1957イド)、府１１１（58ｲ'三)、洲ｲiｉ（59ｲ|ﾐ)、保谷（同)、束久

{VI米（'可)、清瀬（60年）といったところである。また'玉1立、｜l111l1は1959ｲlziに、束久{W米は６０ｲＩｉ

に緑地地域内において日本住宅公lJlとともに二l1lIll区iIlll1刎椰業を行うことを決定している｡つまり、

このように北多１判u｣或では｣皇位rillllliとはlIIlLなる111途地｣或の指定や狐lLlの|Ⅲ１発がひんぱんに行われる

ようになったのである'3)。

『純)､(枢史・現勢資料編』の１１６２１)以|<
この1111分については東郷lWiiilhM〃(を考える５
いて参照する。

１２）

１３） hlliliをnllる」（1994ｲIH、Iillil｢lllllR）９８１)以下にIMIｵ1られて
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これは何を意味するのか。ｉ戦災復liU計1111iは171くも１９５０ｲ1三に11}検討がなされ、緑地地域について

は当初指定から１万２０００ヘクタールに、５５ｲＩ寛には9800ヘクタールに縮小されたことは前述して

いるが、各地域の土地所有者の意|(１にjiLづくTlj街化の進行の前にいよいよ実効性を失っていくこと

になるのである。この緑地地域の縮小については、１９４９年に打ちｌｌＩされたドッジラインにより公

共投資の人'IjmiLill減が行われたことと、GI-IQから戦災復興計lIlIiそのものが敗戦|玉|にふさわしくない

過大な計imliだと非難されたこともあると指摘されていて'い、それはまさにその通りであつろうと思

われるが、きびしい土地ｆ'ⅢＩＩｊ'|限に対する二１２地所有者の反対や税収燗を［|指したTlＴＩＩ｢の存在こそ大

きなｌｌｌ１ｌｌｌの一つと見ていいところが、これら'二|治体の動きからIU1解できるのである。

いずれにしても結局のところ緑地llu｣或は廃I上されることになり、その代替として''三|都市計画法第

１２条を根拠とした「二ｔ地区画整Hl1二｣i:業を施行すべき区域」としてhll心から１()～２０キロ圏の９区

9()0()ヘクタールが69年に都市計iuIi決定されることになる。ここでは第７繩空地地区の指定がなさ

れ、建蔽率は３０％とされた。緑地1111域における建蔽率l()％が３倍に緩ﾄﾞ11されたことになる。緑地

より住宅開発の方向が選択されたことになる。

その後1968ｲﾄﾞには都市計mli法が全、i改正され、新11]途地｣或IIillが導入されて（用途地域制はその

後'998ｲＩｉの都Tli計画法改正により、さらに変更されるが、それらについてここでは触れない)、緑

地地域は文字通り歴史的なものと化してしまうわけである。

ここで若干脳裏をよぎるのは、戦災復興計iI1liの緑地地域が二ｔ｣山ｌＩＩ]迦を主な]11['1に結局潰されてし

まう経過はfM1解できるが、しかし、計in1そのものに問題はなかったかどうかという素朴な疑問であ

る。それを拭いされないので、以-F、mliiiにＩ1(れておきたい。

３，待たれる石川への再評価

戦災復興計画についてあらためて考え、その是非を問うことは、１１||石川について考えることに通

じる．ところが、それがなかなか難しい。部Tlj計画の非専'''１家にとっては、なおさら難しい感じが

してならない。というのも都Tlj計1mi界にあって石川は「ｉＩＩ１様」とされているからにほかならない。

たとえば石川が初代副会長を５ｲliにわたりつとめた'三|本部TlT計1mi学会は1993年、機関誌『都市

計mli」１８２汁を「石川栄耀L上誕1壬iｲＩｉ記念号」としているほか、｜TTI年、｜両Ｉ学:会編で『石Ill栄耀部ＴＩ丁

計imi論集』（彰'五I社）を刊行してUM係背に'liMiしている。こｵ'はきわめて』IIL例の顕彰であり、さら

に同学会は三ｌｉにすぐれた都TIT計Ⅲi論に対する学会賞として「石)'|賞」を征ｲ|ﾐｌｌｌしており、この賞は

'4）イTIlI頼房「来京戦災復興都市計iIlli」（部立人学都市Ｉﾘﾄ究会『lillTⅢ｢計lmiとlillTliｲﾙ〕ui』（１９６８年、東京大学ｌｌＩｌ版
会）６２２１)以下
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都ili計両関係の学者・研究者の登龍|''|となっているくらいである。

『都市計iIlli」の「石)||栄jWMLli誕iIiｲ|ﾐ記念号」では、先に紹介しているように昌子教授が伝記を執

筆しているほか、石)||が発表した論文等が収められ、また関係者による石)||の(|:事に対する評｛illiと、

さらに思いｌｌＩ話などが収録されているが、関係T\が書いたものはいずれも石川を高く評I11iしたもの

であり、いささかでも批判しているものは皆無である。冒頭に書いている渡辺貴介來京工業大学教

授は石川を「'1本の近代部TIT計1m[史を語る|際に、欠かすことのできない代表的な都市計lllliプランナ

ー」と総括して紹介している。まさに学会総がかりで石)||を礼讃した記念号である。つまり石川は、

都TIT計両界にあっては無謬の、「|(''１様」に見られているわけであるから、専門家にとってもなかな

か触れにくい。まして非専''１１家にとっては、かれらのタブーに触れる感じになるわけである。

しかし、戦後半'11紀以Lがたったいま、戦災復興計画についてあらためて考え、部市計画として

のその評ＩＩ１Ｉｉを行うとすれば、この計１１１１を「'''心になってまとめた」都Tlj計imi家としての石川に|身に

ついても触れないわけにはいかない。別項の趣旨にはずれることになるので詳しくは触れないが、

そこで当面緑地地域Ili'|度についての|Ｈ１題提起だけでもしておきたいと思うのである。

都Tl『計画界で石)||は「神様」に見られていると書いたが、’'１で例外的なのは|[|村|ﾘI法政大学名誉

教授の評Iliであった。いろんな書物に'三|を皿してみた''1で、これだけが例外だったので、まずそれ

を紹介しておきたい。

戦災復興計画の'|]の緑地地域については、アムステルダム会議におけるコンセンサスや來京の防

空計mliにおける防空ｲﾙとしての緑地計imiの考え、さらに石川自身の「皇'五lhll市の建設』を３|きうつ

したものだと前述しているが、これについて|Ⅱ村名誉教授はまず「もとの教科書がｌｎｌじで、しかも

立案の中心の人物が|両|じなのだから、時代が変わり、名称が変わっても、’1}てくる形は|可じになる

のは当然であったろう」と皮肉まじりに書く。ついで「区部の人'二|を350万人にＩ''1さえようという

構想は、全く絵に書いた餅だった。イiMi想はあっというⅡ'１に、脆くも崩れさってしまう」と述べて、

とくに抑ililll=|標人'二|の350万人が２ｲ1iもたたないうちに人IlWiiに突破されてしまった二１１実をl昨'1||して

いるのである'5)。

ここでは鋭い指摘がなされていると思う。一つは戦災復興計imiをアムステルダム原則の延長線上

に位置づけてよかったかどうかということであり、もう一つは計iiljiの想定人口を350万人としたこ

とが妥当だったかどうかということである。いわば石川の計画の根幹部分について''１村名誉教授は

疑l1Uを投げかけているわけで、これについては21Y音もまた同感するところである。さらに計両で|Ⅱｌ

題点と見られるところを２点だけ挙げておこう。その一つは計iihi課題としての士lullll題に対する手

15）［||村|ﾘｌ『１１:戸東京まちづくり物語」（1992ｲli、’１罪１１ｍ信社)、３１８１）
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当についてであり、もう一つは｢;'111眺行|:における樅ﾌﾞﾉの行使についてである。戦災復興計両はさ

まざまな襖合化したfM1u1と最終'''9には11ｲ111(ｌ:のＩｌＩｌ題から挫折してしまうわけであるが、その過程に

おいて以｣ご挙げた|川越がどの裡座のネックになっていたのか見てみないと、ｉｉｉに「挫折」というキ

レイゴトで終わってしまう．これまでのliili災復ｌｌ１計l1jiと、11に対する評Illliがそうではなかったか。

まずはアムステルダム原11||について１Ｗ{ておくと、イド譜によるとｲT1llはlillTlT｢illilli憂知地〃委員会

技｢Iiliだった１９２３年にｌイ|ﾐｌＩｌ１の予定で英ＩＲＩ、米[K|、ノル'ンエー、フランス、オーストリア（前述

『lillill｢計nhi」１８２号に掲載されているイi川のｲ|棚では「オーストラリア」となっているが、これは

llIl違いだろう）視察の旅行にⅡ}て、その途''１にアムステルダムで|ⅡlIlMされたⅢⅡＰ'五|際会議に出

)ルルている。そこで大部Tljの膨ｌｌｌｉⅢlillと｣'11ﾉﾉril1illiの策定等を促した人都Tlil醤'７原I1llに大きな影響を

受けたと、イニi1llについて書かれたものはだいたいそう述べている。そして、これがのちの石Illによ

る来京１Ｍ(散諭や『皇|玉|都iljの建設』、ひいては戦災復興計Ⅲiの原形となったとしている。

災は『皇|玉|都Tljの建設』にもモトはあって、それは石川も参)jllして外ＩＪｊ(ilrih良室の名で1943ｲlｉ

５１]に公表されている「皇|玉I1illili計llUi（案)」である!'j)。その「計ilUiの'１川哩」にある緑地施設計画

こそ、のちの防空部Tlj計1111iに

皇国都市計画（案）の緑地計画図なったものであり、ここに計

I111il又'がのっているが、それは

戦災復興計imiで示されたもの

と同一といってよい。つまり

ｲﾆ｢川の戦災復興計画は以前に

まとめられた諸計画ないし案

をそのまま計画としたもので、

災紙だけ稗えたものなのであ

るが、都il]｢計画界ではこうい

うことがまま行われていると

いうことなのであろうか。と

ても「|〔''１様」の行為とは思わ

れないといっていいだろう。

とすると石)'''二|身にはlfllTlT

rilmi家としての忠想も見識も

lIjﾗﾐIi彊篭ｂ

iilKけ1l11rillR1ii
!'<峯藝１１篝ii》Ⅸ

'Ｗ巴

dつち42」

□

'1}Di：MLiﾉk孜川ｌ『登料・l1ilk計mii』2491）

1(n11Liﾉ|<孜郎『溢料・'五'二１２計Ⅲi』（1975ｲli、ノＵﾘl'りりの2'191）
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きわめて稀薄だったということにならないだろうか。石川の性格について石塚裕道･石Ｈ１噸房「首

都東京とそのまちづくり」'7)は｢時流に乗りすぎる点はあるが、夢の多いプランナー」としている

が、この評の前段のところに問題があったと思われる。つまり'工|際的な潮流に乗り遅れまいとした。

しかし、石川はもともと城郭内から成長していった、コンパクトなヨーロッパの都市と、当時すで

に東海道に見られるように連担が進むばかりの日本の都市の状況の違いについては留意せずに、ヨ

ーロッパで現実味を帯びて論じられていた大都市lⅡＩＩＩｊＩ論をムリヤリわが匡|にも当てはめようとした

きらいがあるのではないか。それを戦｢'１の防空の見地からの疎散論に援１１]したところまでは理解で

きないわけではないが、さらに皇'五|都TIT、戦災復興計画と引き継がれてくるのは安易としかいいよ

うがない。田村名誉教授がいう通りである。

したがって、この間違いは人'1想定の安易さにもつながっていくことになる。わが国の都市、１１１

でも東京は市街地が連担し、人口を収容するという点に関しては底なしであるところに特徴を有す

る。戦争による疎開などで住宅を捨て、家業を｢'１断して一時減った人'１が、戦争が終わるやどっと

戻ってきて、前にも増して巨人都Tl｢を形成することになるのが見えなかったというのは、東京都の

役人としてはあまりに無頓着すぎたといえよう。石川は田村名誉教授が書いている「敗戦で、すべ

てを失った東京だが、それでも、私たちのように、東京以外に行くところのない者もいる……東京

では餓死すると言われても、行く所がないのだからどうしようもない」’鋤という庶民の心情を汲

み取れなかった。加えてヨーロッパのような城郭部TlTならとにかく、東京のような都市構造ではム

リな人口想定で、急激な人[|増に驚いたGI-IQが戦災復興計画に前後してとった「東京都区部への

転入禁止措置」のほうがより現実に即したものだったといえるだろう。

さて戦災復興計画の最大の||艮目は二|川区画整理事業と緑地地域計画、さらに広'幅員の道路建設に

あったといっていいだろう。いずれも、そのための土地を確保することが欠かせない事業だが、戦

災復興計画においてその方策はとくに講じられることがなかった。東京都計画局が敗戦後すぐに帝

都再建方策を発表していることは前述している。『朝[|新聞」１９)は、その要旨を掲載すると同時に、

担当者がその前提となる土地問題について次のようにjWMi想していると紹介している。つまり、

「いちばん困難な問題は土地をどういふ方式で処理するかだが、さしあたり考へられることは信

託会社の手で所有者の土地をまとめ、都TIT計画実施に必要な造成費を会社の側で控除して所有者と

17)而塚．石}}ｌ「首都来京とそのまちづくり」（東京都立大学都市研究センター編『東京成長と計画1868～1988』

1988年、東京都立大学）の３１)以下。戦災復興計画そのものについては１６～171)。石塚．石田両氏の石Ill評

を裏付けるように、石川の子息、充氏は93年、都市計画学会のヒアリングに際し「父は熟しやすい人で、戦

前はナチス、戦後はアメリカに熱を上げていた」と諮ったと、このヒアリング担当二者は語っている。

18)前掲田村『江戸｢東京まちづくり物語』３１８，

１９）『朝Ｈ新1111』1945年８月２７１－Ｉ付
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の|對係を決済する力法である。また′MIjZ1三に対しては地券を発行してもいい。こうして土地の所有

ljLlI系を整HI1してから交通線、営造物、その他ffllLui活に直結する各椰機関のiIIl置にかかる」

こうした方式がその後の戦災復Iil1計iiIliにｲ丁効かどうかは別として、そｵ1以前の再建方策では少な

くとも二Ｍu問題への対応策が考えられていたことをこの記事は示している。復興計両での土地問題

は、区iIlliIl側1事業のための減歩分をどう提供させるかということ、さらに同事業によらない道路建

設などのための土地をどうiil1保するかというｌｌｌ１題、緑地1111｣或指定のＥｔｌｕに対する肌IIillをどう111同守さ

せるかの三つに大別できるが、しかし、そのいずれについても法Ilill度、税Ilill、金融而等に有効な対

策が立てられないまま、計画をスタートさせた。東京ではまたたく'''１に''三|TIT街地盛り場のヤミTIjに

代表される復興ならぬ復||]の乱'１１１発が進み、一ﾉﾌﾞ底なしの連ll1TI7街｣uでもさらなるスプロールが進

んでいくことになるのを避けられなかった。

実は、このように有効な上地対策がなかったことと計画実行の樅ﾉﾉ行使の認識とは、一体化した

ものと考・えていいと思われる。つまり、ひとことでいえば、llillTlT計llliiに関する石)||の認識が、戦後

になっても戦中のそれとあまり変わらないでいたということである。

アムステルダムでのコンセンサスを受けて都TIT計画i東京地力委員会は、１９３８年に区部の周辺に

緑｣ＵＩＩｒをつくる環状緑地帯計iIhiを立て、この考えに基づき、紀元26()()ｲ1i記念ﾕl｢業として1939年に

邪|人１７カ所（世Ｈ|谷・砧、足立・舎人、小金ﾉﾄﾞなど）の637ヘクタールに人緑地をつくる（これら

は今'三|においても東京で数少ない人緑111として役立っている)。これは戦時'１｣の、しかも紀元2600

ｲ|ﾐ記念事業という大義名分のもとに、当時の国家樅ﾌﾞﾉをバックにしてはじめて可能になった計画だ

った。戦中だからこそ可能だったのを、石)Ｉｌは戦後も可能であると過信ないし誤解してはいなかっ

たか。つまり、おＬが構想したことに反対があるはずもない。hllTlj計mliとはお｣二が進めるものであ

る。それは戦中に皇国祁巾のﾉﾄiMi想を〒1$き、防空部ＴＩ丁計匝iに熱心だった|人ｌ務省採川の役人としてはご

くごく普通の認識であったろうと)i1Aわれる。

しかも、緑地地域計画に関していえば、復興計画が前提ともしなかった農地改革がＧＨＱによっ

て行われて、大量の新地j三が41;まれる。新憲法が発布されるが、私ｲ711ｲ巌は戦前と変わりなく保障

することを全面に打ち出したものである。そういった背景に生きる民]ゴミ義来京のしたたかな庶民

は、計画を「理不尽」なものとして抵抗をつづけたといっていいのではないだろうか。結局のとこ

ろ、石)||ら都市計画当局は「一にも二Lllll、二にもｔｌＵｌだ」といいながら、その実、上地問題を甘く

凡ていて復興計画、中でも緑地地域計1111iは失敗せざるをえなかったのだと思うのである。

したがって、まことに残念ながら束ﾊﾟ(都の「正史」でさえ、今'三|においては次のような評I11iをせ

ざるをえなくなっているのである。
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「関東大震災直後の後藤新平＝ビアードの『帝都復興計illji』が実質''１９には遂に不発に終わって以

来、事あるごとに「復1MＵないし新lillTlj計両が打ち}l}されているが、いずれも当時の社会,Ｉｉｌｉ勢とは

喪はらな、いわば物１１M''１９な｢ilmiであって、たとえそれが技術''1917}能’'111があるにしろ、その時点では

>lt大な『夢』を儲った青写真がいとも迅速に書き｣こげられる。ジャーナリズムはそれ故に華々しく

取り上げはするが、かつて来京の都TlT計画案が11Mi足に尖｣｝Uしたためしはなかった。（1了'1111%）戦後に

おける東京の都TIT計画案およびその実施の歴史において、いまだかって関係者が科学としての綜合

lqlﾘ都市計画を打ちⅡ}し得たことが一|Ⅱ|でもあったであろうか。（｢'1111%）アメリカにはアメリカの、

l]本には日本のそれぞれll1ilｲTの三ｌ１１ｌｉＬｉは全く考慮されることなく、ただ都TIT施設の形態だけが直lliiii入

され続けた。要するにｊｌＵｉ(に充1111iする都TIT公害の真の原lklは、｜ﾘ|治の文|ﾘ11)H化以来の和魂洋才1ﾐ鏡、

いいかえれば洋学I《１１述主義の給采にほかならない」２''）

これはまことにｿiii烈な'1t)ｌ１ｌｌで、復興計11111の'''心人物であるひとり石)||のみならず、それはfillTIT計

画関係者すべてに投げかけたものといっていいだろう。

もともと都｢|j計iIlIiには、’五|策ないし椛力のための技術だった11'１ｍiがある。それは'ﾘ]治初頭の来京

市区改正事業で芳)|Ｍ１正がﾉＭﾐ論の'１１でf1illTlT計lIlli2l1:業のプライオリティを示していらい、それに沿

ったｌｊｉ(【産振興、ｉ1噸優先0)都TlTを盤llliするための技術として、｜ﾉﾘ務省官僚により主導されつづけて

きた経緯がある2')。もちろん、その三}{要部分は欧米に真似たもので、また計画をつくり、それを実

施し、また運営に当たるのは宮であって、都TlI計illliに氏がjllわる余地はなかった（事業に業背とし

て参加することはあっても、である)。長い'''１，そのような技術に携わっている間に技術者が無意

識のまま、ある極のナレを生じることはなかったろうか。たとえば}Ⅱ村名誉教授が指摘しているよ

うに同じ教科書からいくつものコピーをつくるとか、樅ﾉﾉに安住してしまうとか。布川がそうであ

ったというのではないけれども、そうした類剛に当てはまりはしないかということを、以_上に示し

た事柄は示唆しているのである。

しかし、戦災復興計imiをいま振り返ってみると、’'１でも緑lllj1111域計画に大きな魅ﾌﾞﾉを感じるのも

事実である。ヨーロッパの#lllliを真似たもので東京の突態にIlllしたものではなかったにせよ、来京

の外郭を緑地で111り|〃|むという柵想には夢を感じることができる｡仮にそれが『東京iZT1F史』がい

うように「いとも迅速に書き｣こげられ」たものであっても、である。緑地地域計画そのものがかり

に実現していたら、、'１京は現(l：とはまた異なった都Tljとなっていたに違いないが、残念ながら実現

東京都『束京百('ﾐ山』筋６巻（１９７９ｲ'二、ぎようせい）の１５３１)以下
東京市区改正条例とその後の部｢'7計111Ｉの立案・実行過IJi1については水'''１『二上水国家の魁想』（1999ｲlH、’二|水
経済評論社）で詳述している。

20）

２１）
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しなかった。しかし、ここで当初他蔽率がl()％にllllさえられ、のち３()％に緩ﾄﾞ'１されたものの、住

ＩＴＩ}地域に必嬰な緑がある程度確保ざｵ'て、そのまま今|」に至っている箇所もかなりあることには若

干の救いを感じることができる。イニｉ１ｌｌがｌ１ら信ずるところを柵想した（だからこそ何遍も同じ図を

ｌＩＩＩ１ｉくのにliIil執したのではないか）というﾉil､(で、その功を見てもいいところもあるかもしれないので

ある。そこであらためて、都TIT計imil側I係1ｌｆにｲＴ１ｌｌの評I111iを試みてほしいと願うわけである。それは

もちろん『WllTlj計画』誌182号の「ｲT)||栄)Ｗｌｉ誕百ｲ1ﾐ記念号」のような－.ﾉﾉ''1<)礼讃のものでなく、

ｌＩｉｉｌｉ山と科学に｣iLづいたものであるのはいうまでもない。果たして石)||は「戦災復ＩＭＬの礎を築いた」

ヒトなのか、戦災復興計画は成功はしなかったが、それは「挫折」したといったらいいのか、ある

いは「尖ＩｌｊＵと兄たほうがいいのか型)。

さて、ここで別項の本論に改めて戻ると、これまでしるしてきた戦災復興｢illIIIiの顛末を見るにつ

け、剛ilT｢il1iliiにおける十地Ⅱ(|題の重要さが浮き'１１１１?りになる。筆背は」仙所ｲ｢行の二'二地所有権観を一

変させうる(｣:ｌｆﾄけが↓必要だと書いた。しかし、丁tlulHI題に奇抜な発想は存〈lＬないといっていい。

そこで、ノＭｉ住宅需集地帯の数箇所で、111,1行法Ililll聖の'１１で考えられる二|:｣IulIIlMlW決の技術をＩＭＩ使し、

邪業遂行を斑付ける11ｲ政措置を(|者|｣}けとしたモデル事業を行って、」:II1JﾘTｲ｢iIfの'三|をｌ１Ｉｌかせるのも

一つのやり方であろう。

たとえば環状７号線を１１]心にllWTmメートルか１キロくらいの地域について特別容積指定を行っ

て秤杭率を人llImアップし、ここにiljl､参))'1のもとにIji宅と事務iﾘ｢からなるif;iIiW)1.上物と緑空'''1を両

立させたまちをつくり、この(三i皇宅には杵illi｣'1域の｣:1111所有椛者、（Ｉｊｒｌｌｕ・Illr家椛ｆＩＩ１ｌｆ、および入居者

には負担なしで入居させて（その｛｣f1llは公１１tで負担するほか事務所人liT}の樅｢||金等でまかなう)、

こうした地域を||『1次広げていってタネ地をつくるのにつなげることにする2:$)。つまり、これを環状

７)ﾅﾙiUiIil辺をこれまでの木造住宅将１１ﾐ｣IIlj攻がｌＭ１ｉしたまちから、高ﾙｻ建物と緑空'''１のベルト地帯に

するきっかけにする。こういうことが火行Til能であれば、上地所ｲ丁椛'''１`もなるほどと感じるところ

があり、都心iliLIiにも可能'１１kが兇Ⅱ}せることになるのではないだろうか。そして周辺Tl丁民の環境と

柵|(''２がlTTIlUl域において担保されるのに近づくことになる。

22）１１１%(の緑jIU計iiIiiの「ﾘﾐ敗」については、雌Wil:１１の腿応大学教授・イilllIlif-r『lilITIiと緑｣Ul－新しい部Tl丁環境の

nll巡に|（'１けて』（２００１ｲﾄﾞ、岩波識1,117）をＩＵｌ侍をもって一読した。｜iil計imiについては節５歳「'二１本の都TlT計画

と公liFl緑｣(11」に「鋪４節来京緑l{１１計1111iからiiU(災川幅lmiへ」としてIl1lIｵ］られており、概要の説1ﾘ1とその解

｜縦については述べられていたが、しかし「なぜ」の絲過の説|ﾘlに全く乏しかった。（/i搬'三IlIiの挫折の弁「こ

れらのﾘﾄﾞ兆は後lMll(i１なる}1t)|《'１評(llliを受けるであろうかが|Ⅱ1M｣【ｌである」（lnlT1；2661)）を細介しているのみで

あった。

23）Ｗﾘｉ１<｝ＭＩ氏（部TIT|)Ⅱ苑プロデューサー）がliiⅡjl(（のI脳想を勝'''三良・束〕i(lilⅧiliillllliln)技勝らとの座談会（鹿

ノル雌i没のＰＲ誌『Ｋｉ』２００１ｌ１ｉ８)]、３９)ﾅ）で船っている。ほかの参考已文IliRとしてイilllIli(1房編著『未完の

１１〔】(iil1111i』（192211皇、筑摩書房)、，越択|ﾘｌＭｊＭｌｌｉｌ｢計lilli物語」（１９９１ｲ|【、｜|本絲済iiIi論ﾄﾞ|:）

－４９－


